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論
文
要
旨

　

標
題
の
史
料
を
翻
刻
・
提
示
し
、
主
な
問
題
点
三
点
に
つ
い
て
解
説
し
た
。

　

第
一
に
、
清
原
良
賢
が
足
利
将
軍
家
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
な
る
契
機
が
、
持
明

院
統
の
皇
位
継
承
争
い
の
な
か
で
、
義
満
が
良
賢
を
後
円
融
上
皇
・
後
小
松
天
皇

の
支
持
者
と
し
て
固
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
標
題
の

史
料
か
ら
、
永
徳
元
年
に
義
満
が
編
成
し
た
家
政
機
関
の
政
所
別
当
一
五
名
・
侍

所
別
当
一
〇
名
を
特
定
で
き
、
弁
官
系
諸
家
を
糾
合
す
る
こ
と
で
崇
光
上
皇
の
院

政
を
阻
止
す
る
布
石
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
。
第
三
に
、
成
立
期
の
「
室
町

殿
」
に
「
障
子
上
」「
侍
所
」
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
室
町
殿
に
お
け

る
公
卿
の
家
礼
と
殿
上
人
の
家
司
と
の
意
思
疎
通
と
連
繫
が
窺
い
知
れ
る
こ
と
。

以
上
、
標
題
の
史
料
の
重
要
性
に
つ
い
て
解
説
し
た
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
【 

清
原
良
賢
、
足
利
義
満
、
室
町
殿
、
二
条
良
基
、
後
円
融
天
皇
】

【
解
説
】

　

本
稿
に
お
い
て
解
説
・
翻
刻
し
よ
う
と
す
る
史
料
は
、
足
利
義
満
の
「
公
家

化
」、
と
り
わ
け
、
摂
関
家
の
故
実
を
踏
ま
え
た
、
公
家
衆
を
要
員
と
す
る
家

政
機
関
の
編
成
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
初
任
大
饗
記
』
は
、
足
利
義
満
・
義
持
・
義
教
の
三
代
に
わ
た
っ
て
武
家

の
側
近
と
し
て
活
躍
し
た
清
原
良
賢
の
日
記
か
ら
、
永
徳
元
（
一
三
八
一
）
年

七
月
二
三
日
の
足
利
義
満
任
内
大
臣
大
饗
に
関
わ
る
記
事
を
抄
出
し
た
も
の
で

あ
る
。
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
（
以
下
、
標
題
を
含
め
て
国
立
公
文
書

館
と
略
記
）
が
所
蔵
（
古
三
四
│
五
八
三
）
す
る
。
同
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の

画
像
提
示
は
ま
だ
な
い
。
足
利
義
教
任
槐
大
饗
に
関
す
る
『
普
広
院
殿
任
大
臣

346

解
説
と
翻
刻

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
初
任
大
饗
記
』

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
『
義
満
公
任
槐
召
仰
議
并
大
饗
雑
事
記
』

│
付　
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
永
享
四
七
廿
五
室
町
殿
御
亭
〈
大
饗
指
図
〉』
│

家
永
遵
嗣
・
水
野
圭
士
・
林
哲
民
・
タ
ト
ヤ
ン
│
デ
ィ
ミ
ト
リ
・ 

小
口
康
仁
・
野
里
顕
士
郎
・
熊
谷
す
ず
み
・
安
達
悠
奈

資
料
解
題 
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節
会
次
第
』（『
群
書
類
従
』
第
二
二
輯
）
を
著
し
た
洞
院
実
熈
の
筆
と
さ
れ
、

先
例
調
査
の
過
程
で
実
熈
が
良
賢
の
日
記
を
借
覧
・
抄
出
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

本
史
料
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
宮
内
庁
書
陵
部
の
石
田
実
洋
氏

が
注
目
さ
れ
、
独
自
に
為
さ
れ
た
翻
刻
を
示
さ
れ
て
家
永
に
研
究
を
促
さ
れ
た
。

小
川
剛
生
氏
が
御
著
書
『
足
利
義
満
』
で
政
所
別
当
補
任
記
事
を
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
二
〇
一
七
年
度
本
学
人
文
科
学
研
究
科
史
学
専
攻
日
本
史
演
習
で
翻

刻
・
講
読
を
行
っ
た
。
国
立
公
文
書
館
よ
り
頒
布
さ
れ
た
写
真
に
よ
っ
て
翻
刻

し
、
関
連
史
料
を
紹
介
す
る
。
翻
刻
は
以
下
の
分
担
で
行
い
、
家
永
が
監
修
し

た
。

　
　

四
月
二
九
日
〜
五
月
四
日
条　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
野
圭
士

　
　

五
月
六
日
〜
六
月
廿
六
日
条　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林
哲
民

　
　

七
月
四
日
条　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

タ
ト
ヤ
ン
│
デ
ィ
ミ
ト
リ

　
　

七
月
廿
三
日
条
①
（「
西
上
官
座
南
簾
」
巻
き
上
げ
迄
）　

小
口
康
仁

　
　

七
月
廿
三
日
条
②
（「
彼
廂
西
簾
」
巻
き
上
げ
以
下
）　　

野
里
顕
士
郎

　
　

七
月
廿
三
日
条
③
（「
加
家
司
弁
官
」
着
座
以
下
）　　
　

熊
谷
す
ず
み

　
　

七
月
廿
三
日
条
④
（「
次
四
献
」
以
下
）　　
　
　
　
　
　

安
達
悠
奈

　
　

七
月
廿
三
日
条
⑤
（「
氏
房
朝
臣
〜
披
禄
所
妻
戸
」
以
下
）
家
永
遵
嗣

　
「
義
満
公
任
槐
召
仰
議
并
大
饗
雑
事
記
」（
以
下
『
雑
事
記
』
と
略
称
）
は
、

大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
人
間
文
化
研
究
機
構
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
以
下
、

標
題
を
含
め
て
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
と
略
記
）
の
所
蔵
す
る
『
廣
橋
家
旧
蔵

記
録
文
書
典
籍
類
』
に
含
ま
れ
る
（
Ｈ
─六
三
│
三
五
八
）。
宝
徳
二
（
一
四
五

〇
）
年
、
広
橋
綱
光
が
曾
祖
父
広
橋
仲
光
の
父
勘
解
由
小
路
兼
綱
の
日
記
『
建

来
記
』
か
ら
、
永
徳
元
年
六
月
二
六
日
条
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
画
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
家
永
旧
著

で
翻
刻
・
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
部
分
紹
介
の
う
え
、
年
紀
の
よ
う
な
重

要
な
点
に
読
み
誤
り
も
あ
っ
た
た
め
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
許
可
を
得
て
、

再
度
、
全
文
を
翻
刻
し
た
。
足
利
義
満
任
槐
大
饗
の
雑
事
定
文
な
ど
を
引
用
し

て
お
り
、
当
該
期
の
政
所
別
当
・
侍
所
別
当
の
全
容
確
定
に
不
可
欠
の
史
料
で

あ
る
。
翻
刻
は
家
永
が
担
当
し
た
。

　

副
題
に
挙
げ
た
『
永
享
四
七
廿
五
室
町
殿
御
亭
〈
大
饗
指
図
〉』
は
、
国
立

国
会
図
書
館
（
以
下
、
標
題
を
含
め
て
国
会
図
書
館
と
略
記
）
が
所
蔵
す
る

（
八
三
二
│
二
八
四
、
以
下
『
大
饗
指
図
』
と
略
記
）。
永
享
四
年
の
義
教
任
左

大
臣
大
饗
の
関
連
史
料
で
、
饗
座
の
情
報
が
永
徳
度
の
『
初
任
大
饗
記
』
七
月

二
三
日
条
と
符
合
し
、
先
例
調
査
の
産
物
と
思
し
い
。
舗
設
が
図
示
さ
れ
て
お

り
、
侍
廊
に
「
蔵
人
所
」（
侍
所
）
と
「
障
子
上
」
と
が
み
え
る
。

【
史
料
の
概
要
と
関
連
史
料
】

　
『
初
任
大
饗
記
』
の
価
値
は
、
①
清
原
良
賢
が
足
利
将
軍
家
に
奉
仕
す
る
よ

う
に
な
る
契
機
を
窺
わ
せ
る
素
材
で
あ
る
こ
と
、
②
足
利
義
満
の
「
公
家
化
」

に
お
い
て
特
徴
を
な
す
、
公
家
衆
を
家
政
機
関
に
組
織
す
る
動
き
の
初
期
の
様

相
に
関
わ
る
素
材
で
あ
る
こ
と
、
③
竣
工
初
期
の
室
町
殿
の
殿
舎
施
設
、
東
門

や
、
特
に
、「
侍
所
」・「
障
子
上
」
の
初
見
史
料
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
ず
②
を
み
て
ゆ
く
。『
足
利
家
官
位
記
』（『
群
書
類
従
』
第
四
輯
）
永
徳

元
年
条
に
は
、「
永
徳
元
年
（
中
略
）、
同
四
月
廿
九
日
補
家
司
、
同
六
月
廿
六
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日
任
大
臣
召
仰
、
同
七
月
廿
三
日
任
内
大
臣
、
大
将
如
元
、
大
饗
」
と
あ
る
。

　
『
初
任
大
饗
記
』
四
月
二
九
日
条
に
は
、「
四
月
廿
九
日
補
家
司
」
に
対
応
す

る
、
足
利
義
満
家
政
所
年
預
別
当
万
里
小
路
頼
房
の
奉
じ
る
同
日
付
政
所
別
当

宣
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
政
所
別
当
一
一
名
、「
職
事
」
一
名
が
判
明
す
る
。

一
条
実
経
の
任
関
白
儀
を
記
す
『
葉
黄
記
』
寛
元
四
年
正
月
二
八
日
条
に
「
職

事
ハ
侍
所
別
当
…
也
」
と
あ
る
。
こ
の
「
職
事
」
も
侍
所
別
当
と
解
さ
れ
る
。

　
「
六
月
廿
六
日
任
大
臣
召
仰
」
の
日
に
作
成
さ
れ
た
大
饗
雑
事
定
文
を
収
め

る
史
料
が
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
所
蔵
す
る
『
雑
事
記
』
で
あ
る
。
一
般

に
、
大
饗
雑
事
定
文
は
全
て
の
家
司
を
記
載
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
政
所
別

当
一
三
名
、
職
事
一
〇
名
が
知
ら
れ
、『
初
任
大
饗
記
』
と
異
同
が
あ
る
。
清

原
良
賢
は
「
酒
部
所
」・「
庭
燎
所
」・「
禄
所
」
の
担
当
と
し
て
記
載
さ
れ
る
。

　

永
徳
度
大
饗
に
つ
い
て
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
架
蔵
す
る
謄
写
本
『
柳

原
家
記
録
』
七
六
巻
所
収
『
大
饗
次
第
』（
二
〇
〇
一
│
一
〇
│
七
六
）
も
多

く
の
情
報
を
伝
え
る
。
同
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
画
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
永

享
四
年
の
足
利
義
教
任
槐
大
饗
の
史
料
で
、
諸
役
勤
仕
者
の
傍
ら
に
永
徳
元
年

の
担
当
者
を
注
し
、
特
に
、
侍
所
別
当
の
確
定
に
資
す
。

　
「
七
月
廿
三
日
任
内
大
臣
…
大
饗
」
当
日
の
記
録
と
し
て
、『
初
任
大
饗
記
』

の
他
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
謄
写
本
『
柳
原
家
記
録
』
第
一
四
四
巻
所

収
『
荒
暦
』（
二
〇
〇
一
│
一
〇
│
一
四
四
）
永
徳
元
年
七
月
二
三
日
条
、
同

前
『
柳
原
家
記
録
』
七
六
巻
所
収
『
任
大
臣
節
会
部
類
』（
二
〇
〇
一
│
一
〇

│
七
六
）
所
引
『
西
園
寺
公
永
日
記
』
七
月
二
三
日
条
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、

同
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
画
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。『
荒
暦
』
の
記
主
一
条
経

嗣
や
西
園
寺
公
永
は
、
客
人
と
し
て
寝
殿
南
廂
の
公
卿
座
に
い
た
。
経
嗣
は
義

満
の
家
司
・
職
事
に
つ
い
て
重
要
な
注
記
を
付
す
。
経
嗣
・
公
永
と
も
に
室
町

殿
東
門
に
つ
い
て
記
す
。

　

次
に
③
に
つ
い
て
。
室
町
殿
の
「
侍
所
」
と
「
障
子
上
」
は
、『
初
任
大
饗

記
』
が
初
見
史
料
で
あ
る
。
七
月
二
三
日
条
に
、「
障
子
上
」
に
「
尊
者
前
駈

座
」
を
し
つ
ら
え
て
饗
膳
を
据
え
、「
侍
所
臺
盤
上
」
に
も
饗
膳
を
据
え
た
、

と
あ
る
。「
侍
所
」
と
「
障
子
上
」
は
、
常
設
の
部
屋
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
『
猪
隈
関
白
記
』
建
仁
三
（
一
二
〇
三
）
年
八
月
二
一
日
条
に
、
近
衛
家
実

が
父
基
通
か
ら
近
衛
殿
を
譲
ら
れ
る
記
事
が
あ
る
。「
此
殿
（
近
衛
殿
）、
可
為

予
居
所
也
、
上
達
部
座
・
障
子
上
・
北
面
・
侍
所
・
車
宿
・
随
身
所
等
、
如

常
」
と
あ
る
。「
障
子
上
」・「
侍
所
」
は
、「
上
達
部
座
」
な
ど
と
併
称
さ
れ
る

摂
関
家
邸
内
の
常
設
施
設
で
あ
っ
た
。『
民
経
記
』
安
貞
元
（
一
二
二
七
）
年

一
二
月
二
二
日
条
に
、
近
衛
兼
経
任
内
大
臣
に
対
す
る
興
福
寺
僧
徒
の
参
賀
記

事
が
あ
り
、
近
衛
殿
の
指
図
を
載
せ
る
。
五
師
・
三
綱
の
座
す
「
障
子
上
」
と

来
客
の
座
と
し
な
い
「
蔵
人
所
」
と
の
間
に
「
布
障
子
」
を
描
く
。「
障
子
上
」

は
「
侍
所
（
蔵
人
所
）
上
手
の
布
障
子
の
上
座
に
接
す
る
部
屋
」
の
意
味
ら
し

い
。「
侍
所
上
障
子
」
は
従
者
の
空
間
と
来
客
の
空
間
と
を
隔
離
す
る
も
の
の

よ
う
だ
。
両
室
の
使
い
分
け
、「
侍
所
上
障
子
」
の
開
閉
に
つ
い
て
、『
民
経

記
』
安
貞
元
年
九
月
四
日
・
一
〇
月
一
〇
日
・
一
二
日
・
二
〇
日
条
が
詳
し
い
。

　

主
人
が
来
訪
者
と
対
面
す
る
場
は
、「
公
卿
座
」・「
上
達
部
座
」・「
賓
筵
」

な
ど
と
い
う
。「
障
子
上
」
は
院
御
所
の
「
殿
上
」
に
通
じ
る
殿
上
人
の
標
準

的
な
着
座
空
間
で
あ
り
、
主
人
が
「
公
卿
座
」
に
出
座
し
て
対
面
の
支
度
が
調
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う
ま
で
の
間
、
来
訪
し
た
公
卿
が
待
機
す
る
待
合
室
で
も
あ
っ
た
。
院
の
「
殿

上
定
」
と
同
じ
く
、
家
礼
の
公
卿
た
ち
が
主
人
を
交
え
ず
に
合
議
す
る
場
で
も

あ
っ
た
と
思
し
い
。「
侍
所
（
蔵
人
所
）」
は
家
司
以
下
の
執
務
空
間
で
あ
り
、

外
記
・
史
が
朝
廷
の
政
務
に
関
わ
っ
て
出
仕
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。

　
『
歴
代
残
闕
日
記
』
第
十
五
冊
『
良
賢
真
人
記
』
永
徳
二
年
四
月
一
一
日
条

に
、
後
円
融
天
皇
か
ら
後
小
松
天
皇
へ
の
譲
位
に
あ
た
り
、
室
町
殿
で
諸
司
召

仰
が
行
わ
れ
た
と
あ
る
。
大
外
記
清
原
良
賢
は
局
務
中
原
師
香
・
官
務
小
槻
兼

治
ら
と
と
も
に
室
町
殿
の
「
殿
上
〈
障
子
下
〉」
に
着
し
た
。
こ
の
「
殿
上

〈
障
子
下
〉」
は
「
侍
所
上
障
子
」
の
「
下
」
手
の
部
屋
、
す
な
わ
ち
、「
侍
所
」

に
あ
た
る
。
義
満
は
左
大
臣
・
一
上
と
し
て
里
亭
召
仰
を
行
う
た
め
、
局
務
・

官
務
ら
を
室
町
殿
「
侍
所
」
に
祗
候
さ
せ
た
。「
侍
所
」
は
、
義
満
が
議
政
官

上
首
と
し
て
朝
廷
を
指
揮
し
、
後
小
松
天
皇
登
極
行
事
を
進
め
る
態
勢
の
構
成

要
素
で
あ
っ
た
。

　
『
吉
田
家
日
次
記
』
永
徳
三
年
六
月
二
七
日
条
に
、
室
町
殿
で
義
満
に
准
三

宮
勅
書
を
伝
達
し
た
記
事
が
あ
る
。「
家
君
（
吉
田
兼
熈
）
令
着
床
子
上
給
、

〈
予
（
吉
田
兼
敦
）
徘
徊
縁
〉、
師
香
朝
臣
・
兼
治
等
、
着
蔵
人
所
」
と
い
う
記

述
が
あ
る
。「
床
子
上
」
は
「
障
子
上
」
の
音
通
で
あ
る
。
吉
田
兼
熈
は
二
条

良
基
の
家
司
で
「
四
位
殿
上
人
」
に
準
じ
る
処
遇
を
受
け
て
い
た
か
ら
、
殿
上

人
の
着
す
「
障
子
上
（
床
子
上
）」
に
着
し
た
。
前
年
に
「
侍
所
」
と
み
ら
れ

る
「
殿
上
〈
障
子
下
〉」
に
着
し
た
局
務
・
官
務
は
、「
蔵
人
所
」
に
着
し
た
。

勅
使
吉
田
兼
敦
は
、
殿
上
人
で
も
家
司
で
も
な
い
か
ら
、
い
ず
れ
に
も
着
さ
な

い
。『
兵
範
記
』
保
元
三
（
一
一
五
八
）
年
八
月
一
一
日
条
・『
玉
葉
』
文
治
二

（
一
一
八
六
）
年
六
月
一
九
日
条
な
ど
か
ら
、
近
衛
流
で
は
氏
長
者
に
な
る
と

「
侍
所
を
蔵
人
所
に
改
称
す
る
」、
九
条
流
で
は
「
侍
所
か
ら
蔵
人
所
を
分
置
す

る
」、
作
法
が
知
ら
れ
る
。
義
満
は
近
衛
流
を
適
用
し
た
よ
う
だ
。

　

国
会
図
書
館
所
蔵
『
大
饗
指
図
』
は
、「
侍
所
」
か
ら
「
蔵
人
所
」
へ
の
改

称
を
反
映
し
た
指
図
で
あ
る
。
川
上
貢
氏
『
日
本
中
世
住
宅
史
の
研
究
』
に
縮

小
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
野
里
顕
士
郎
が
国
会
図
書
館
か
ら
複
写
の
頒
布
を
得

て
論
議
に
の
ぼ
せ
た
。
川
上
氏
著
書
の
全
体
写
真
と
併
せ
て
、『
初
任
大
饗
記
』

の
饗
座
の
記
事
に
該
当
す
る
部
分
を
国
会
図
書
館
の
許
可
を
得
て
掲
載
す
る
。

「
侍
所
」
は
「
蔵
人
所
」
と
記
さ
れ
、「
障
子
上
」
の
下
手
に
あ
る
。
両
室
の
間

に
、
カ
ー
テ
ン
状
の
仕
切
り
「
布
障
子
」
に
あ
た
る
図
像
表
現
が
み
ら
れ
る
。

【
足
利
義
満
「
公
家
化
」
の
背
景
事
情
】

　
『
満
済
准
后
日
記
』
正
長
二
（
一
四
二
九
）
年
二
月
二
七
日
条
に
、「
鹿
苑
院

殿
（
足
利
義
満
）
大
将
御
拝
賀
之
時
、
於
京
門
跡
（
法
身
院
）、
故
二
条
摂
政

（
二
条
良
基
）
御
参
会
有
テ
、
御
出
仕
以
下
被
申
談
、
以
来
ハ
一
向
御
出
仕
等
、

毎
事
被
移
摂
家
之
儀
御
沙
汰
也
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
足
利
義
満
の
任
右
大

将
拝
賀
の
準
備
過
程
で
、
三
宝
院
光
済
の
京
都
御
所
法
身
院
に
義
満
・
二
条
良

基
が
会
合
し
、
出
仕
以
下
の
儀
式
を
摂
家
の
様
式
に
準
じ
る
こ
と
に
あ
ら
た
め

た
と
い
う
。
対
応
す
る
記
事
が
『
後
深
心
院
関
白
記
』
永
和
四
（
一
三
七
八
）

年
一
〇
月
四
日
条
に
あ
る
。「
今
夜
、
於
光
済
僧
正
（
三
宝
院
光
済
）
坊
（
法

身
院
）、
准
后
（
二
条
良
基
）
参
会
、
右
大
将
（
足
利
義
満
）
拝
賀
事
、
有
諷

諫
云
々
、
依
被
借
請
、
八
葉
車
遣
之
、
後
聞
、
日
野
大
納
言
（
柳
原
忠
光
）
参
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会
、
盃
酌
之
儀
数
返
云
々
」
と
あ
る
。
満
済
の
記
録
に
照
応
す
る
。

　

義
満
は
永
和
四
年
三
月
二
四
日
に
権
大
納
言
、
八
月
二
七
日
に
右
近
衛
大
将

に
任
じ
た
。
右
大
将
拝
賀
は
、
初
め
源
頼
朝
の
建
久
元
（
一
一
九
〇
）
年
の
例

に
則
っ
て
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。『
後
深
心
院
関
白
記
』
永
和
四
年
九
月

一
一
日
条
に
、
三
条
西
公
時
が
近
衛
道
嗣
に
「
建
久
右
幕
下
（
源
頼
朝
）
拝
賀

記
」
の
借
覧
を
求
め
る
記
事
が
あ
る
。
方
針
変
更
は
、『
後
深
心
院
関
白
記
』

同
年
一
〇
月
二
六
日
条
に
、
義
満
の
重
臣
摂
津
能
直
が
近
衛
家
の
随
身
下
毛
野

武
音
の
兼
参
を
求
め
る
た
め
に
来
訪
し
、「
右
大
将
拝
賀
之
時
可
召
具
」
き
た

め
だ
と
述
べ
た
こ
と
な
ど
か
ら
窺
わ
れ
る
。
二
条
良
基
ら
の
働
き
か
け
で
義
満

の
「
公
家
化
」
が
始
ま
っ
た
。
原
因
は
公
家
側
に
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

　

観
応
の
擾
乱
の
渦
中
、
幕
府
が
南
朝
と
和
睦
す
る
「
正
平
一
統
」
が
あ
り
、

南
朝
軍
が
持
明
院
統
の
光
厳
・
光
明
・
崇
光
三
上
皇
と
直
仁
廃
太
子
を
吉
野
に

連
行
し
た
。「
正
平
一
統
」
破
談
を
承
け
て
、
幕
府
は
後
光
厳
天
皇
を
擁
立
し

た
。
延
文
二
（
一
三
五
七
）
年
に
光
厳
・
崇
光
両
上
皇
が
帰
京
し
、
後
光
厳
流

と
崇
光
流
の
何
れ
が
皇
位
を
継
承
し
て
ゆ
く
の
か
、
と
い
う
難
問
が
生
じ
た
。

　

応
安
四
（
一
三
七
一
）
年
に
後
光
厳
天
皇
が
後
円
融
天
皇
に
譲
位
す
る
経
緯

を
伝
え
る
『
後
光
厳
天
皇
宸
記
』
が
『
大
日
本
史
料
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

天
皇
を
支
え
て
、
二
条
良
基
・
日
野
宣
子
・
三
宝
院
光
済
・
柳
原
忠
光
・
万
里

小
路
嗣
房
ら
が
奔
走
し
た
。
皇
子
栄
仁
の
登
極
を
望
む
崇
光
上
皇
を
支
え
て
、

勧
修
寺
経
顕
・
武
者
小
路
教
光
ら
が
奔
走
し
た
。
管
領
細
川
頼
之
が
天
皇
の
意

向
を
奉
じ
て
後
円
融
が
即
位
し
た
。
永
和
四
年
の
法
身
院
会
議
は
、
光
済
の
坊

に
義
満
・
良
基
・
忠
光
が
会
合
し
た
、
後
光
厳
流
支
持
勢
力
の
会
合
だ
っ
た
。

　

室
町
殿
の
竣
工
時
期
に
つ
い
て
、
二
つ
の
時
期
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
第
一

次
の
竣
工
は
儀
礼
方
針
の
変
更
前
、
永
和
四
年
三
月
の
こ
と
で
、
第
二
次
の
竣

工
は
、
方
針
変
更
の
翌
年
康
暦
元
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。
第
二
次
の
工
事
は
、

い
っ
た
ん
完
成
し
て
い
た
建
物
の
主
要
部
を
作
り
直
す
形
で
実
施
さ
れ
た
。

　

室
町
殿
す
な
わ
ち
「
号
花
御
所
、
元
季
顕
卿
（
室
町
季
顕
）
宅
」
は
、
足
利

義
詮
が
崇
光
上
皇
に
進
上
し
た
殿
邸
で
、
永
和
三
年
二
月
一
八
日
に
火
災
に
よ

り
い
っ
た
ん
焼
失
し
て
い
た
。『
後
愚
昧
記
』
永
和
四
年
三
月
一
〇
日
条
に
、

焼
失
し
た
御
所
跡
地
を
義
満
が
も
ら
い
受
け
て
「
造
営
之
、
不
日
終
功
」
し
、

こ
の
日
「
移
徙
」
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
右
大
将
拝
賀
の
出
立
所
と
し
て

造
営
さ
れ
た
新
造
御
所
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
義
満
の
右
大
将
拝
賀
は
遷
延

し
て
、
明
く
る
康
暦
元
（
一
三
七
九
）
年
七
月
二
五
日
に
「
花
亭
」
室
町
殿
を

出
立
所
と
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
先
立
つ
『
後
深
心
院
関
白
記
』
康
暦
元
年

六
月
二
四
日
条
に
、「
武
家
花
亭
、
寝
殿
・
侍
・
車
宿
・
随
身
所
、
同
時
立
柱

上
棟
」
と
あ
る
。「
寝
殿
」
を
は
じ
め
と
す
る
主
要
殿
舎
が
新
た
に
建
て
直
さ

れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
儀
礼
方
針
の
変
更
を
承
け
て
、
摂
関
家
の
殿
舎
設
計

に
合
わ
せ
て
建
て
直
し
た
ら
し
い
。「
侍
」
即
ち
侍
廊
の
な
か
の
「
侍
所
」・

「
障
子
上
」
は
、
第
二
次
工
事
で
新
設
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
再

設
計
の
時
点
で
供
用
方
針
が
決
ま
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
義
満
が
議
政
官
上

首
と
し
て
執
政
す
る
と
い
う
政
治
方
針
に
対
応
す
る
施
設
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

義
満
が
議
政
官
上
首
と
し
て
実
施
し
た
最
初
の
大
事
業
は
、
後
円
融
天
皇
か

ら
後
小
松
天
皇
へ
の
譲
位
に
関
わ
る
一
連
の
登
極
儀
礼
で
あ
る
。
永
徳
元
（
一

三
八
一
）
年
七
月
に
任
槐
大
饗
を
行
っ
た
あ
と
、
義
満
は
永
徳
二
年
正
月
二
六
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日
に
左
大
臣
・
一
上
と
な
り
、
同
年
四
月
一
一
日
に
後
円
融
天
皇
か
ら
後
小
松

天
皇
へ
の
譲
位
を
議
政
官
上
首
と
し
て
執
り
行
っ
た
。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、

桃
崎
有
一
郎
氏
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
た
『
後
円
融
天
皇
宸
記
』
が
あ
り
、
後
円

融
天
皇
が
積
極
的
に
譲
位
を
推
進
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

義
満
任
槐
大
饗
か
ら
三
ヶ
月
後
の
永
徳
元
年
一
一
月
三
〇
日
、
後
円
融
天
皇

は
義
満
を
御
前
に
呼
び
、
当
時
、
崇
光
上
皇
が
管
領
し
て
い
た
長
講
堂
領
の
支

配
を
、
崇
光
上
皇
の
死
後
に
自
ら
の
血
筋
に
移
管
す
る
よ
う
求
め
た
。
こ
れ
が
、

後
小
松
天
皇
へ
の
譲
位
に
至
る
一
連
の
動
き
の
発
端
で
あ
る
。

　

後
円
融
天
皇
は
貞
治
二
（
一
三
六
三
）
年
の
光
厳
上
皇
「
譲
状
」
を
示
し
、

自
ら
読
み
上
げ
た
う
え
で
、「『
長
講
堂
領
以
下
の
「
御
領
」
は
、
崇
光
上
皇
の

没
後
に
は
、（
当
時
の
天
皇
）
後
光
厳
天
皇
の
『
御
進
止
』
と
し
な
さ
い
』
と

光
厳
上
皇
が
定
め
て
お
ら
れ
る
、
義
満
も
こ
の
事
情
を
重
視
し
て
認
識
し
て
お

い
て
も
ら
い
た
い
」
と
述
べ
た
。
義
満
に
は
「
承
諾
之
気
」
が
あ
っ
た
と
あ
る
。

　

こ
の
光
厳
上
皇
の
「
譲
状
」
の
内
容
は
、
崇
光
の
孫
で
あ
る
伏
見
宮
貞
成
親

王
の
著
作
『
椿
葉
記
』
に
み
え
る
。
①
崇
光
上
皇
の
皇
子
栄
仁
親
王
が
登
極
す

る
な
ら
ば
崇
光
流
が
長
講
堂
領
以
下
を
相
伝
す
る
。
②
両
流
が
交
互
に
皇
位
を

継
承
す
る
場
合
に
も
崇
光
流
が
長
講
堂
領
以
下
を
相
伝
す
る
。
③
後
光
厳
流
が

皇
位
を
継
承
す
る
場
合
に
は
後
光
厳
流
が
長
講
堂
領
以
下
を
相
伝
す
る
。
以
上

を
含
む
内
容
で
あ
っ
た
。
永
徳
年
間
に
は
、
特
に
①
・
②
が
焦
点
で
あ
っ
た
。

　

後
円
融
天
皇
は
「
譲
状
」
に
つ
い
て
、
崇
光
の
没
後
に
自
ら
の
血
筋
が
長
講

堂
領
を
支
配
す
る
こ
と
を
認
め
る
文
書
だ
と
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ

は
条
項
③
で
あ
っ
て
、
条
項
①
、
ま
た
、
両
流
が
交
互
に
皇
位
に
つ
く
場
合
、

崇
光
流
が
長
講
堂
領
以
下
を
相
伝
す
る
、
と
い
う
条
項
②
が
障
害
で
あ
っ
た
。

栄
仁
登
極
の
可
能
性
を
摘
ん
で
、
条
項
①
②
を
無
効
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

後
円
融
天
皇
は
永
徳
元
年
一
一
月
三
〇
日
に
義
満
に
「
譲
状
」
を
見
せ
た
あ

と
、
一
二
月
六
日
に
幹
仁
（
後
小
松
天
皇
）
の
立
坊
を
義
満
に
諮
り
、
一
二
月

二
四
日
に
は
宮
中
女
官
の
重
鎮
だ
っ
た
日
野
宣
子
を
義
満
の
も
と
に
ゆ
か
せ
て
、

幹
仁
の
立
坊
だ
け
で
な
く
急
ぎ
「
譲
国
」
を
行
う
こ
と
が
本
意
で
あ
る
こ
と
を

伝
え
さ
せ
た
。
し
か
し
、
義
満
は
後
円
融
天
皇
の
真
意
を
測
り
か
ね
、
天
皇
に

と
っ
て
従
兄
弟
に
あ
た
る
自
分
義
満
が
健
在
で
あ
る
限
り
、
天
皇
が
崇
光
上
皇

を
恐
れ
る
必
要
は
な
い
と
答
え
る
状
況
だ
っ
た
。
天
皇
の
側
が
焦
慮
し
て
い
た
。

　

後
円
融
と
義
満
と
の
協
議
に
参
画
し
た
日
野
宣
子
は
後
光
厳
天
皇
の
乳
姉
妹

で
、
義
満
の
生
母
紀
良
子
の
妹
仲
子
（
崇
賢
門
院
）
を
後
光
厳
の
配
偶
と
し
、

義
満
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
後
円
融
天
皇
を
誕
生
さ
せ
た
。
後
円
融
の
典
侍
で
あ

っ
た
姪
の
業
子
を
義
満
の
室
と
し
、
三
条
公
忠
の
女
厳
子
を
後
円
融
の
配
偶
と

し
て
幹
仁
（
後
小
松
）
を
誕
生
さ
せ
、
甥
の
資
教
を
幹
仁
の
乳
人
と
し
た
。
宣

子
は
幹
仁
へ
の
皇
位
継
承
の
も
つ
意
味
を
、
熟
知
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

明
く
る
永
徳
二
年
正
月
二
六
日
に
義
満
を
左
大
臣
・
一
上
と
し
た
の
は
、
後

円
融
天
皇
と
み
ら
れ
る
。
後
小
松
の
生
母
三
条
厳
子
の
父
公
忠
は
、『
後
愚
昧

記
』
同
日
条
に
「
此
間
雖
有
風
聞
之
説
、
一
昨
日
俄
治
定
云
々
、
朝
家
重
事
、

率
爾
之
至
、
殆
似
軽
忽
」
た
り
、
と
記
し
て
訝
し
ん
だ
。
譲
位
を
急
ぐ
後
円
融

が
、
具
体
化
に
踏
み
出
し
た
表
れ
と
み
ら
れ
る
。
後
円
融
は
、
続
く
閏
正
月
八

日
に
再
び
日
野
宣
子
を
使
者
と
し
て
義
満
に
送
り
、
在
位
一
一
年
で
譲
位
し
た

「
伏
見
院
佳
例
」
を
持
ち
出
し
て
、
譲
位
す
る
意
向
を
ダ
メ
押
し
の
形
で
強
調
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し
た
。
後
円
融
・
義
満
と
も
に
二
六
歳
で
あ
っ
た
か
ら
、
譲
位
を
急
ぐ
公
式
の

必
然
性
は
乏
し
く
、
先
例
に
よ
っ
て
正
当
化
し
た
よ
う
だ
。
執
拗
な
求
め
に
義

満
が
折
れ
て
、
太
政
大
臣
二
条
良
基
を
介
し
て
「
外
様
」（
公
式
）
に
通
達
し

て
欲
し
い
と
応
え
、
閏
正
月
一
九
日
か
ら
二
条
良
基
が
参
画
し
て
協
議
が
本
格

化
し
た
。
同
年
四
月
一
一
日
、
六
歳
の
幹
仁
が
踐
祚
し
て
後
小
松
天
皇
と
な
る
。

　

義
満
の
「
公
家
化
」、
特
に
、
議
政
官
上
首
と
し
て
政
務
を
と
る
姿
へ
の
転

身
は
、
良
基
・
後
円
融
に
促
さ
れ
て
進
ん
だ
。
義
満
を
朝
廷
政
治
に
参
画
さ
せ

て
崇
光
上
皇
の
抵
抗
を
斥
け
、
後
円
融
か
ら
後
小
松
へ
の
皇
位
継
承
を
果
た
し

て
、
光
厳
「
譲
状
」
の
条
項
①
・
②
を
無
効
化
し
よ
う
と
し
た
と
み
ら
れ
る
。

【
清
原
良
賢
の
立
場
と
崇
光
上
皇
】

　

永
徳
元
年
一
二
月
に
後
円
融
天
皇
か
ら
「
譲
国
」
の
意
向
を
伝
え
ら
れ
た
と

き
、
義
満
は
自
分
が
健
在
で
あ
る
限
り
崇
光
上
皇
を
恐
れ
る
必
要
は
な
い
と
答

え
た
。
家
政
機
関
の
編
成
を
通
じ
て
、
崇
光
に
朝
廷
政
治
の
主
導
権
を
渡
さ
な

い
布
石
が
打
た
れ
た
よ
う
だ
。
清
原
良
賢
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
み
て
み
た
い
。

　
　
﹇
清
原
氏
略
系
図
﹈（『
尊
卑
分
脉
』）

頼
業

良
業

頼
尚

良
季

良
枝

宗
尚

頼
元

良
兼

宗
季

良
賢

頼
季

宗
業

業
忠

　

清
原
家
の
隆
盛
の
基
礎
を
築
い
た
の
が
一
二
世
紀
に
出
た
清
原
頼
業
で
、
藤

原
頼
長
・
兼
実
に
信
任
さ
れ
、
文
治
記
録
所
寄
人
と
な
っ
た
。
鎌
倉
末
に
出
た

宗
尚
は
、
伏
見
・
後
伏
見
・
花
園
・
光
厳
の
侍
読
を
務
め
て
局
務
と
な
っ
た
。

弟
の
頼
元
も
局
務
を
務
め
て
、
建
武
政
権
の
記
録
所
寄
人
と
な
り
、
懐
良
親
王

と
と
も
に
鎮
西
に
下
っ
て
、
南
朝
五
条
家
の
祖
と
な
っ
た
。
宗
尚
の
孫
宗
季
は

光
明
・
後
光
厳
・
後
円
融
の
侍
読
と
な
っ
て
、
永
徳
三
年
四
月
に
没
す
る
。

　

宗
季
の
子
良
賢
は
貞
和
四
（
一
三
四
八
）
年
の
誕
生
で
、
早
く
学
才
で
令
名

を
馳
せ
て
い
た
。『
後
深
心
院
関
白
記
』
応
安
六
（
一
三
七
三
）
年
正
月
二
四

日
条
に
、
良
賢
を
呼
ん
で
論
語
を
講
義
さ
せ
た
記
事
が
あ
る
。「
義
理
尽
精
緻
、

近
日
頗
絶
比
倫
者
乎
、
誠
後
生
可
畏
之
謂
也
、
神
妙
々
々
、
清
家
一
流
之
再
興
、

不
能
左
右
」
と
激
賞
し
て
い
る
。
良
賢
は
後
円
融
天
皇
に
も
進
講
し
た
。
足
利

衍
述
氏
『
鎌
倉
室
町
時
代
の
儒
教
』
に
よ
れ
ば
、
建
仁
寺
両
足
院
蔵
『
古
文
尚

書
』
奥
書
に
応
安
六
年
八
月
に
進
講
し
た
旨
が
み
え
、
足
利
学
校
蔵
『
礼
記
集

説
』
奥
書
に
は
、
永
和
元
年
に
進
講
し
た
旨
が
み
え
る
と
い
う
。

　
『
建
内
記
』
嘉
吉
元
（
一
四
四
一
）
年
五
月
二
五
日
条
に
、
義
満
は
康
暦
二

年
六
月
二
三
日
、
浜
名
詮
政
の
申
次
で
良
賢
を
侍
読
と
し
て
招
き
、
明
経
道
を

学
ん
だ
と
あ
る
。『
初
任
大
饗
記
』
四
月
二
九
日
条
に
、
良
賢
を
家
司
に
加
え

た
理
由
に
つ
い
て
、
義
満
が
「
侍
読
之
間
、
別
加
其
衆
」
と
述
べ
た
と
あ
る
。

ま
た
、
五
月
四
日
条
に
は
、
良
賢
が
別
件
で
浜
名
詮
政
宅
を
訪
問
し
、
偶
然
、

義
満
の
家
司
に
登
用
さ
れ
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
記
事
が
あ
る
。
落
合
博
志
氏

に
よ
れ
ば
、
良
賢
と
幕
府
と
の
関
係
は
、
義
満
の
後
見
役
で
あ
っ
た
管
領
細
川

頼
之
が
良
賢
に
師
事
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
と
い
う
。
康
暦
元
（
一
三
七

九
）
年
閏
四
月
に
頼
之
が
失
脚
す
る
以
前
だ
と
い
う
。
良
賢
と
義
満
、
ま
た
、
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良
賢
と
詮
政
と
の
親
交
の
端
緒
は
、
読
書
始
よ
り
も
以
前
に
遡
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

こ
こ
で
、『
康
富
記
』
文
安
五
年
七
月
一
六
日
条
に
は
、「〈
後
円
融
院
御
代
〉

康
暦
元
年
六
月
十
一
日
、
為
崇
光
院
上
北
面
〈
前
内
蔵
権
頭
朝
仲
奉
、
伝
奏
隆

持
卿
〉」
と
い
う
良
賢
の
経
歴
が
み
え
る
。
源
朝
仲
は
崇
光
皇
子
栄
仁
の
外
戚

庭
田
経
有
の
実
子
、
四
条
隆
持
は
崇
光
の
「
院
中
奉
行
」
で
あ
る
。
康
暦
元
年

六
月
は
細
川
頼
之
が
失
脚
し
て
間
も
な
い
時
期
で
あ
る
。
崇
光
上
皇
も
良
賢
の

学
才
に
注
目
し
、「
上
北
面
」
に
加
え
て
側
近
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

落
合
博
志
氏
は
『
康
富
記
』
文
安
元
（
一
四
四
四
）
年
一
〇
月
二
四
日
条
に
引

く
、
康
暦
二
年
九
月
二
一
日
付
崇
光
上
皇
書
状
の
な
か
に
、
良
賢
の
講
義
に
感

服
し
た
旨
が
記
さ
れ
、
近
衛
道
嗣
と
同
じ
く
「
後
生
畏
る
べ
し
」
と
い
う
表
現

が
あ
る
こ
と
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
良
賢
の
講
義
に
は
道
嗣
・
崇
光
上
皇
を
斉

し
く
感
動
さ
せ
る
力
が
あ
り
、
義
満
に
も
同
じ
と
思
わ
れ
る
。
良
賢
は
後
に
崇

光
上
皇
の
孫
伏
見
宮
貞
成
親
王
と
足
利
義
持
と
の
取
り
次
ぎ
役
と
な
る
。
崇
光

の
恩
顧
に
酬
い
よ
う
と
す
る
良
賢
の
気
持
は
、
後
々
ま
で
続
く
よ
う
だ
。

　
『
初
任
大
饗
記
』
四
月
二
九
日
条
に
、
二
条
良
基
が
清
原
良
賢
に
対
し
て
、

義
満
の
政
所
別
当
に
補
任
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
斡
旋
し
て
や
ろ
う
と
提
案
し

た
こ
と
が
み
え
る
。
背
景
に
、
良
基
が
足
利
義
満
家
政
所
の
創
設
に
深
く
関
与

し
て
い
た
事
実
が
あ
る
。『
後
深
心
院
関
白
記
』
永
徳
元
年
六
月
二
六
日
条
に
、

内
裏
で
義
満
任
内
大
臣
召
仰
が
お
こ
な
わ
れ
、「
於
里
亭
定
大
饗
雑
事
（
中
略
）、

准
后
（
二
条
良
基
）
毎
事
被
口
入
云
々
」
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
義
満
が

良
賢
を
登
用
し
た
こ
と
は
、
二
条
家
関
係
者
を
優
遇
し
た
、
と
い
う
脈
絡
の
事

象
で
は
な
さ
そ
う
だ
。『
初
任
大
饗
記
』
永
徳
元
年
五
月
四
日
条
に
、
良
賢
が

義
満
の
家
司
に
選
ば
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
秀
長
朝
臣
（
東
坊
城
秀
長
）
已

下
数
輩
所
望
之
処
、
多
以
不
被
加
」
る
と
こ
ろ
に
、
良
賢
が
特
に
選
ば
れ
た
と

い
う
記
事
が
あ
る
。『
師
守
記
』
お
よ
び
秀
長
自
身
の
日
記
で
あ
る
『
迎
陽
記
』

か
ら
、
東
坊
城
長
綱
・
秀
長
父
子
が
良
基
の
重
臣
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

義
満
は
良
基
の
重
臣
東
坊
城
秀
長
を
斥
け
て
良
賢
を
抜
擢
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
初
任
大
饗
記
』
五
月
七
日
条
に
は
、
良
賢
に
対
し
て
、
義
満
が
「
文
談
等

近
日
中
絶
、
得
隙
者
、
可
令
再
興
、
可
参
」
し
と
述
べ
た
記
事
が
あ
る
。
こ
の

「
文
談
」
は
秀
長
の
日
記
『
迎
陽
記
』
に
、
康
暦
二
年
四
月
八
日
条
を
初
見
と

し
て
記
事
が
あ
り
、
康
暦
年
間
に
は
毎
月
八
〜
一
〇
日
ま
た
一
八
日
を
「
式

日
」
と
し
て
、
室
町
殿
な
い
し
二
条
良
基
邸
で
秀
長
も
参
仕
し
て
行
わ
れ
て
い

た
。
良
賢
が
良
基
邸
に
参
上
し
た
初
見
記
事
は
同
記
康
暦
二
年
六
月
二
一
日
条
、

「
文
談
」
参
仕
の
初
見
記
事
は
六
月
二
五
日
条
に
あ
る
。
同
年
六
月
二
三
日
に

良
賢
が
義
満
読
書
始
に
侍
読
と
し
て
参
仕
し
た
の
と
同
じ
頃
で
、「
文
談
」
の

義
満
側
連
絡
役
も
浜
名
詮
政
で
あ
っ
た
。
良
基
は
、「
文
談
」
を
介
し
て
、
義

満
よ
り
も
や
や
遅
れ
て
良
賢
と
関
係
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
良
賢
が
崇

光
上
皇
の
上
北
面
に
加
え
ら
れ
た
あ
と
一
年
後
の
こ
と
で
あ
り
、
義
満
・
良
基

が
良
賢
を
崇
光
上
皇
の
側
か
ら
引
き
離
そ
う
と
し
始
め
た
動
き
と
捉
え
ら
れ
る
。

　
『
初
任
大
饗
記
』
の
記
述
か
ら
、
清
原
良
賢
が
実
務
の
面
で
も
抜
群
の
有
能

さ
を
兼
ね
備
え
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
時
代
の
五
摂
家
は
任
槐
大
饗

を
行
い
う
る
経
済
状
態
に
は
な
か
っ
た
か
ら
、
主
催
者
・
参
加
者
と
も
に
実
地

経
験
が
皆
無
で
、
大
饗
に
関
わ
る
知
識
を
古
記
録
か
ら
学
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
。
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『
初
任
大
饗
記
』
六
月
二
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
良
賢
は
五
月
か
ら
六
月
に
か

け
て
二
条
良
基
邸
で
行
わ
れ
た
検
討
会
議
「
内
談
」
に
ほ
ぼ
毎
回
出
席
し
た
と

い
う
。
七
月
四
日
条
で
は
、
担
当
で
あ
る
「
禄
所
」
の
賜
物
の
準
備
に
つ
い
て
、

納
品
担
当
の
内
蔵
寮
小
舎
人
紀
重
弘
と
協
議
し
て
い
る
。
大
饗
当
日
の
七
月
二

三
日
条
に
は
、
良
賢
自
身
は
「
装
束
行
事
」
の
担
当
で
は
な
い
け
れ
ど
、「
耳

外
に
所
（
処
）
し
難
し
」、
つ
ま
り
、「
放
っ
て
お
け
な
い
」
と
し
て
、
家
司
筆

頭
の
万
里
小
路
頼
房
や
そ
の
兄
嗣
房
と
と
も
に
、
舗
設
の
指
導
に
当
た
っ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
寝
殿
の
南
廂
が
狭
い
た
め
「
加
庇
」
を
増
設
し
た
件
に

つ
き
、
近
衛
家
実
の
「
正
治
大
饗
」
の
先
例
を
指
摘
し
て
記
す
。
古
記
録
に
よ

っ
て
研
究
し
た
よ
う
だ
。

　

良
賢
は
饗
座
に
お
け
る
所
役
の
人
々
の
進
退
を
予
め
指
示
し
、
皆
、
こ
れ
に

従
っ
た
と
記
す
。
三
条
西
公
時
が
あ
ら
か
じ
め
列
席
者
の
進
退
に
つ
い
て
助
言

す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
た
の
に
、
何
も
発
言
し
な
か
っ
た
、
で
あ
る
と
か
、

検
非
違
使
中
原
章
頼
・
坂
上
明
雄
に
対
し
て
一
献
の
あ
と
立
座
す
る
よ
う
に
言

っ
て
あ
っ
た
の
に
教
え
ら
れ
た
と
お
り
に
し
な
い
、
な
ど
と
怒
っ
て
い
る
記
述

も
あ
る
。
饗
宴
主
催
者
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
頼
も
し
い
実
務
家
ぶ
り
を
発
揮

し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
良
賢
の
奉
仕
を
勝
ち
取
ろ
う
と
す
る
崇
光
上
皇
と

義
満
ら
と
の
競
争
は
、
優
れ
た
人
材
の
奪
い
合
い
と
評
し
て
問
題
な
い
。

　

義
満
は
、
良
賢
を
家
司
に
し
た
あ
と
、
異
例
の
抜
擢
を
次
々
に
繰
り
出
し
て

ゆ
く
。
義
満
は
、
永
徳
二
（
一
三
八
二
）
年
正
月
に
左
大
臣
・
一
上
に
な
る
と
、

ま
ず
良
賢
を
大
外
記
に
任
じ
た
。『
康
富
記
』
文
安
五
年
七
月
一
六
日
条
に
、

良
賢
は
「
永
徳
二
閏
正
十
七
任
大
外
記
、（
中
略
）
然
間
、
上
北
面
者
、
大
外

記
以
前
也
」
と
あ
る
。
中
原
康
富
は
、
良
賢
が
崇
光
上
皇
「
上
北
面
」
か
ら
離

れ
る
契
機
は
大
外
記
へ
の
昇
進
に
あ
っ
た
と
み
て
い
る
。
そ
の
直
後
か
ら
、
良

賢
は
大
外
記
と
し
て
後
小
松
天
皇
の
登
極
儀
礼
に
参
画
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

後
小
松
天
皇
踐
祚
直
後
の
『
後
愚
昧
記
』
永
徳
二
年
五
月
一
二
日
条
に
、
中

原
師
香
が
院
の
文
殿
開
闔
の
地
位
を
清
原
良
賢
に
奪
わ
れ
た
と
い
う
記
事
が
み

え
る
。
記
主
の
三
条
公
忠
は
驚
い
て
、「
応
徳
被
始
置
文
殿
以
後
、
中
家
（
中

原
家
）
外
記
不
交
他
家
補
来
了
、
而
今
度
良
賢
〈
清
大
外
記
〉
被
補
了
、
希
代

事
也
云
々
」
と
記
し
た
。
師
香
は
、
応
徳
三
（
一
〇
八
六
）
年
の
白
河
院
政
開

始
以
来
、
中
原
氏
大
外
記
が
務
め
て
き
た
文
殿
開
闔
の
地
位
に
、
先
例
を
無
視

し
て
清
原
良
賢
が
抜
擢
さ
れ
た
、
と
伝
え
て
き
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
、
後
円
融

上
皇
に
良
賢
の
学
問
を
学
ば
せ
る
意
図
に
よ
る
抜
擢
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

清
原
良
賢
は
永
徳
三
年
四
月
に
父
宗
季
の
死
で
文
殿
開
闔
を
辞
し
た
後
、
至

徳
三
（
一
三
八
六
）
年
に
内
昇
殿
を
許
さ
れ
て
大
外
記
を
辞
し
、
嘉
慶
二
（
一

三
八
八
）
年
に
少
納
言
と
な
る
。
落
合
氏
は
、
内
昇
殿
勅
許
の
あ
と
後
小
松
天

皇
の
侍
読
と
な
り
、
義
満
の
指
示
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
沿
っ
て
教
授
し
た
と

み
ら
れ
る
こ
と
、
任
少
納
言
も
異
例
の
昇
進
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。

相
次
ぐ
異
例
の
抜
擢
に
は
、
良
賢
を
後
円
融
・
後
小
松
ら
後
光
厳
流
に
結
び
つ

け
る
意
図
が
あ
っ
た
。
崇
光
流
と
の
関
係
で
み
て
、
人
材
争
奪
戦
と
言
え
る
。

義
満
が
良
賢
を
己
の
侍
読
・
家
司
に
登
用
し
た
の
が
手
始
め
だ
と
言
え
よ
う
。

　

良
賢
は
応
永
四
（
一
三
九
七
）
年
に
出
家
し
て
常
宗
と
称
し
、
そ
の
後
、
義

持
の
「
申
次
」
と
し
て
仕
え
、
永
享
四
年
の
足
利
義
教
任
槐
大
饗
の
時
期
に
も

健
在
で
あ
っ
た
。『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
四
年
六
月
二
〇
日
条
に
、
良
賢
の
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曾
孫
清
原
業
忠
が
来
訪
し
て
、
良
賢
の
先
例
に
よ
っ
て
足
利
義
教
の
家
司
に
補

さ
れ
た
こ
と
を
告
げ
た
こ
と
が
み
え
る
。
良
賢
は
同
年
一
〇
月
二
九
日
に
没
し
、

文
安
元
年
一
〇
月
二
九
日
、
一
三
回
忌
の
日
に
従
三
位
を
追
贈
さ
れ
た
。

【
義
満
に
登
用
さ
れ
た
地
下
諸
大
夫
と
五
摂
家
】

　

足
利
義
満
の
「
公
家
化
」
に
は
五
摂
家
の
協
力
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、「
侍
所
」

に
登
用
さ
れ
た
地
下
諸
大
夫
に
注
目
し
て
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　
『
雑
事
記
』
大
饗
定
文
に
は
、「
殿
上
装
束
」「
侍
所
」
方
に
大
江
匡
綱
・
惟

宗
行
冬
・
高
階
成
量
・
源
兼
邦
・
某
兼
世
、「
上
客
料
理
所
」「
侍
所
」
方
に
大

江
俊
重
・
高
階
泰
臣
・
秦
重
冬
・
源
則
秀
ら
、
併
せ
て
九
人
が
み
え
、「
掌
燈

所
」
を
担
当
す
る
高
階
敏
経
も
「
侍
所
」
職
員
と
思
し
い
。

　
『
柳
原
家
記
録
』『
大
饗
次
第
』
に
は
、
義
満
の
永
徳
度
大
饗
に
出
仕
し
た
諸

大
夫
一
二
名
の
書
き
上
げ
が
あ
り
、
人
名
が
『
雑
事
記
』
定
文
と
照
応
す
る
。

　
『
柳
原
家
記
録
』
七
六
巻
所
収
『
大
饗
次
第
』
部
分
（
五
三
頁
）

　
　

永
徳

　
　
　

惟
教
朝
臣　
　

宗
茂
朝
臣　
　

一　

匡
綱　
　

二　

行
冬

　
　
　

三　

成
量　
　

四　

兼
邦　
　

五　

兼
世　
　

六　

俊
重

　
　
　

七　

泰
臣　
　

八　

重
冬　
　

九　

則
秀　
　

十　

敏
経

　
「
十
」
の
高
階
敏
経
は
、「
侍
所
」
職
員
の
明
証
が
あ
る
「
一
」
〜
「
九
」
の

人
々
と
同
格
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
。『
荒
暦
』
永
徳
元
年
七
月
二
三
日
条

に
は
、
陪
膳
以
下
の
役
者
に
つ
い
て
注
記
が
あ
り
、
参
考
に
な
る
。

　
　
「
殿
上
家
司
」
と
注
さ
れ
る
者
（「
殿
上
四
位
」・「
殿
上
五
位
」
を
含
む
）

　
　
　
　

 

安
居
院
知
兼
・
日
野
町
資
藤
・
広
橋
兼
宣
・
日
野
裏
松
重
光
・ 

山
科
教
遠
・
日
野
西
資
国

　
　
「
地
下
家
司
」
と
注
さ
れ
る
者

　
　
　
　

源
惟
教
・
藤
原
宗
茂

　
　
「
地
下
五
位
」
と
注
さ
れ
る
者
（「
五
位
諸
大
夫
」
を
含
む
）

　
　
　
　

 

大
江
匡
綱
・
高
階
成
量
・
源
兼
邦
・
某
兼
世
・
大
江
俊
重
・ 

高
階
泰
臣
・
秦
重
冬

　
　

注
記
は
な
い
が
、
所
役
勤
仕
を
記
録
さ
れ
た
者

　
　
　
　

山
科
教
冬
・
安
居
院
知
輔

　
『
荒
暦
』
永
徳
元
年
七
月
二
〇
日
条
に
、
記
主
一
条
経
嗣
が
実
父
二
条
良
基

の
作
っ
た
義
満
任
槐
大
饗
次
第
を
借
覧
す
る
記
事
が
あ
る
。
経
嗣
は
事
前
に
諸

役
担
当
者
を
知
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
信
頼
で
き
る
注
記
と
考
え
る
。『
大
饗

次
第
』
の
最
初
の
二
人
、
源
惟
教
・
藤
原
宗
茂
は
地
下
諸
大
夫
で
政
所
別
当
に

加
え
ら
れ
た
「
地
下
家
司
」
と
み
ら
れ
る
。「
一　

匡
綱
」
か
ら
「
十　

敏
経
」

に
至
る
一
〇
名
は
「
地
下
五
位
」
に
あ
た
る
。「
二　

行
冬
」
は
『
初
任
大
饗

記
』・『
雑
事
記
』
に
「
職
事
」
と
あ
る
か
ら
、
一
〇
名
と
も
に
侍
所
別
当
と
考

え
ら
れ
る
。
義
満
の
「
職
事
」
侍
所
別
当
一
〇
名
が
確
定
し
た
と
判
断
す
る
。

　
『
花
営
三
代
記
』（『
群
書
類
従
』
第
二
六
輯
）
康
暦
元
年
七
月
二
五
日
右
大
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将
拝
賀
散
状
・
同
二
年
一
二
月
二
五
日
条
・
同
三
年
正
月
七
日
白
馬
節
会
出
仕

記
に
、「
地
下
前
駈
」
を
務
め
た
諸
大
夫
の
本
所
が
み
え
る
。『
大
饗
次
第
』
の

一
二
名
で
は
、
惟
宗
行
冬
・
藤
原
宗
茂
が
近
衛
家
、
大
江
匡
綱
・
大
江
俊
重
が

鷹
司
家
、
源
兼
邦
・
某
兼
世
が
九
条
家
、
高
階
成
量
・
秦
重
冬
・
高
階
敏
経
が

二
条
家
、
源
惟
教
・
源
則
秀
・
高
階
泰
臣
が
一
条
家
の
諸
大
夫
で
あ
っ
た
。

　
『
雑
事
記
』
に
は
「
職
事
」
行
冬
に
つ
き
「
自
陽
明
被
召
進
」
と
あ
り
、「
侍

所
所
司
」
藤
原
親
孝
に
つ
い
て
も
「
仰
所
望
、
自
陽
明
被
召
進
」
と
あ
る
。
五

摂
家
の
諸
大
夫
を
結
集
す
る
義
満
の
家
司
制
度
は
、
五
摂
家
の
支
援
に
よ
っ
て

実
現
し
た
。
二
条
良
基
の
演
出
に
よ
る
、
義
満
を
シ
テ
役
と
す
る
、
後
光
厳
流

皇
統
支
持
の
演
劇
的
空
間
が
五
摂
家
を
巻
き
込
ん
で
い
た
。
近
衛
家
は
積
極
的

に
義
満
を
助
け
て
、
ワ
キ
役
と
し
て
の
存
在
意
義
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
よ
う
だ
。

　

行
冬
に
つ
い
て
、
家
永
旧
著
は
「
惟
宗
」
氏
と
考
え
た
。
近
衛
道
嗣
の
『
後

深
心
院
関
白
記
』
貞
治
六
年
三
月
一
七
日
条
に
「
散
位
正
五
位
下
藤
原
朝
臣
行

冬
」
と
あ
る
け
れ
ど
、
後
述
す
る
藤
原
宗
茂
と
異
な
り
、
行
冬
は
『
尊
卑
分

脉
』
に
み
え
な
い
。
東
坊
城
秀
長
が
著
し
た
明
徳
三
（
一
三
九
二
）
年
八
月
二

八
日
『
相
国
寺
供
養
記
』（『
群
書
類
従
』
第
二
四
輯
）
に
「
前
左
（
マ
マ
右
）

京
権
大
夫
惟
宗
行
冬
朝
臣
」
と
あ
る
。
惟
宗
氏
は
鎌
倉
期
の
近
衛
家
政
所
下
文

に
下
家
司
と
し
て
顕
れ
る
。
近
衛
家
は
行
冬
が
「
惟
宗
」
か
ら
「
藤
原
」
に
改

氏
し
た
と
し
、
他
家
は
改
氏
を
承
認
し
な
か
っ
た
と
解
釈
し
た
。
水
野
圭
士
は
、

近
衛
家
の
記
録
に
従
っ
て
「
藤
原
行
冬
」
名
を
採
る
べ
き
だ
と
し
た
が
、
な
お

守
株
し
た
い
。

　

次
に
、
政
所
別
当
を
み
る
。『
雑
事
記
』
大
饗
定
文
に
は
「
大
饗
雑
事　

行

事
」
と
し
て
、「
前
修
理
権
大
夫
朝
臣
」
以
下
、
一
三
人
の
名
が
あ
る
。「
前
右

京
権
大
夫
朝
臣
」
を
除
く
一
二
人
は
、「
殿
上
装
束
」「
政
所
」
方
六
人
、「
上

客
料
理
所
」「
政
所
」
方
六
人
に
配
さ
れ
、『
荒
暦
』
の
注
記
も
勘
案
し
て
政
所

別
当
と
み
て
良
い
。
益
送
「
行
事
」
に
配
さ
れ
る
「
前
右
京
権
大
夫
朝
臣
」
も

政
所
別
当
と
み
ら
れ
る
。「
前
修
理
権
大
夫
朝
臣
」「
前
右
京
権
大
夫
朝
臣
」
に

は
実
名
記
載
が
な
い
が
、『
荒
暦
』
の
「
地
下
家
司
」
源
惟
教
・
藤
原
宗
茂
、

『
大
饗
次
第
』
の
「
惟
教
朝
臣
」「
宗
茂
朝
臣
」
に
あ
て
は
ま
る
と
思
し
い
。

　
「
前
右
京
権
大
夫
朝
臣
は
藤
原
宗
茂
と
考
え
ら
れ
る
。
既
述
の
通
り
、『
花
営

三
代
記
』
に
、
宗
茂
は
行
冬
と
同
じ
く
近
衛
家
の
従
者
だ
と
あ
る
。『
後
深
心

院
関
白
記
』
貞
治
六
年
三
月
一
七
日
条
で
は
、「
藤
原
朝
臣
宗
茂
」・
行
冬
が
近

衛
兼
嗣
の
侍
所
別
当
に
発
令
さ
れ
て
い
る
。
同
記
応
安
四
年
三
月
一
九
日
条
に

は
「
前
右
京
権
大
夫
宗
茂
」・「
前
民
部
権
少
輔
行
冬
」
が
兼
嗣
に
供
奉
し
た
と

あ
る
。
行
冬
の
官
途
は
『
初
任
大
饗
記
』
四
月
二
九
日
条
の
「
前
民
部
権
少
輔

行
冬
」
と
一
致
す
る
。
勘
案
し
て
、「
前
右
京
権
大
夫
朝
臣
」
は
行
冬
の
同
僚

藤
原
宗
茂
と
考
え
ら
れ
る
。『
尊
卑
分
脉
』
内
麻
呂
流
資
業
の
子
孫
に
、「
宗
茂　

従
四
下
・
右
京
大
夫
」
と
あ
る
人
に
比
定
で
き
る
。

　
『
花
営
三
代
記
』
に
一
条
家
の
従
者
と
し
て
み
え
る
惟
教
の
官
途
「
前
修
理

権
大
夫
」
は
確
認
で
き
な
い
が
、『
荒
暦
』
永
徳
二
年
一
一
月
二
〇
日
条
に
一

条
経
嗣
の
申
次
と
し
て
現
れ
る
。
山
科
惟
教
・
源
惟
教
の
い
ず
れ
か
と
思
し
い
。

『
尊
卑
分
脉
』
山
科
惟
教
の
父
季
成
に
「
正
四
下
・
左
中
将
」
と
あ
り
、
そ
の

子
山
科
惟
教
は
「
地
下
」
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
故
に
、『
尊
卑
分
脉
』
醍
醐

源
氏
の
源
惟
教
が
該
当
者
だ
と
考
え
る
。
近
族
に
源
兼
邦
・
源
則
秀
が
い
る
。
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『
荒
暦
』
の
「
地
下
家
司
」
源
惟
教
・
藤
原
宗
茂
は
『
初
任
大
饗
記
』
四
月

二
九
日
条
の
別
当
宣
一
一
人
に
み
え
ず
、
追
加
補
任
と
み
ら
れ
る
。
日
野
裏
松

重
光
・
日
野
西
資
国
も
四
月
二
九
日
別
当
宣
に
み
え
な
い
が
、『
雑
事
記
』
の

「
上
客
料
理
所
」「
政
所
」
方
に
あ
り
、『
荒
暦
』
に
「
殿
上
家
司
」
と
あ
る
。

こ
の
二
人
も
追
加
補
任
だ
ろ
う
。『
永
享
四
年
大
饗
定
』（『
続
群
書
類
従
』
第

三
三
輯
上
）
は
、
四
月
二
七
日
に
家
司
一
一
人
を
定
め
、
六
月
二
日
に
「
加
補

家
司
四
人
」
を
定
め
た
と
し
、「
永
徳
加
補
家
司
亦
四
人
也
」
と
注
す
。
永
徳

度
「
加
補
家
司
」
四
人
は
惟
教
・
宗
茂
・
重
光
・
資
国
だ
と
判
断
さ
れ
る
。

　
『
初
任
大
饗
記
』
別
当
宣
一
一
人
の
う
ち
、
山
科
教
冬
・
教
遠
は
『
雑
事
記
』

大
饗
定
文
に
み
え
な
い
。
し
か
し
、『
荒
暦
』
に
は
、
教
冬
・
教
遠
が
義
満
任

槐
大
饗
当
日
に
所
役
を
務
め
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
二
人
の
政
所
別
当
の
地

位
に
変
化
は
な
い
よ
う
だ
。
政
所
別
当
一
五
名
の
全
容
が
確
定
し
た
と
考
え
る
。

【
義
満
の
政
所
別
当
に
な
っ
た
弁
官
系
諸
家
】

　

永
徳
度
足
利
義
満
家
の
政
所
別
当
一
五
名
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

〔
藤
原
北
家
高
藤
門
流
〕

　
　

九
条
氏
房　
　
　

九
条
家
家
礼　
　
　
　

九
条
朝
房
息

　
　

甘
露
寺
兼
長　
　

主
家
不
詳　
　
　
　
　

甘
露
寺
藤
長
息
・
日
野
時
光
婿

　
　

勧
修
寺
経
豊　
　

二
条
家
家
礼　
　
　
　

勧
修
寺
経
顕
孫
・
経
重
息

　
　

万
里
小
路
頼
房　

主
家
不
詳　
　
　
　
　

万
里
小
路
仲
房
息
・
嗣
房
弟

〔
藤
原
北
家
内
麻
呂
門
流
〕

　
　

日
野
西
資
国　
　

九
条
・
近
衛
家
家
礼　

日
野
時
光
息
・
資
教
・
資
康
弟

　
　

日
野
裏
松
重
光　

九
条
・
近
衛
家
家
礼　

日
野
時
光
孫
・
資
康
息

　
　

日
野
町
資
藤　
　

近
衛
・
一
条
・
二
条
家
家
礼　
　

柳
原
忠
光
息

　
　

広
橋
兼
宣　
　
　

鷹
司
・
近
衛
家
家
礼　

勘
解
由
小
路
兼
綱
孫
・
仲
光
息

　
　

藤
原
宗
茂　
　
　

近
衛
家
諸
大
夫　
　
　

藤
原
宗
範
息
／
「
地
下
家
司
」

〔
藤
原
北
家
末
茂
門
流
〕

　
　

山
科
教
冬　
　
　

主
家
不
詳　
　
　
　
　

山
科
教
言
息

　
　

山
科
教
遠　
　
　

主
家
不
詳　
　
　
　
　

山
科
教
繁
息
・
教
言
甥

〔
桓
武
平
氏
高
棟
流
〕

　
　

安
居
院
知
輔　
　

近
衛
家
年
預
別
当　
　

安
居
院
行
知
息
・
知
兼
兄

　
　

安
居
院
知
兼　
　

近
衛
家
家
礼　
　
　
　

安
居
院
行
知
息
・
知
輔
弟

〔
清
原
氏
〕

　
　

清
原
良
賢　
　
　

主
家
不
詳　
　
　
　
　

清
原
宗
季
息

〔
醍
醐
源
氏
〕

　
　

源
惟
教　
　
　
　

一
条
家
諸
大
夫　
　
　

源
惟
俊
息
／
「
地
下
家
司
」

　
　
　
（
主
家
判
断
に
は
、
父
兄
の
主
家
儀
礼
へ
の
出
仕
状
況
も
加
味
し
た
）

　

地
下
諸
大
夫
は
五
摂
家
均
等
に
登
用
さ
れ
た
が
、
政
所
別
当
の
登
用
は
必
ず

し
も
五
摂
家
均
等
で
は
な
い
。
近
衛
家
の
年
預
別
当
安
居
院
知
輔
と
そ
の
弟
知

兼
を
は
じ
め
と
す
る
近
衛
家
の
従
者
、
日
野
・
九
条
な
ど
摂
家
九
条
家
に
親
し

い
者
が
優
勢
で
あ
る
。
近
衛
道
嗣
は
義
満
の
「
公
家
化
」
を
積
極
的
に
支
持
し

た
と
み
ら
れ
る
。
九
条
忠
基
の
室
は
日
野
宣
子
の
所
生
子
で
あ
っ
た
。
鷹
司
家

は
近
衛
家
と
親
し
く
、
二
条
良
基
の
実
子
一
条
経
嗣
は
良
基
の
訓
導
下
に
あ
っ
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た
。
こ
う
し
て
、
五
摂
家
の
大
勢
が
決
し
た
と
み
ら
れ
る
。
二
条
家
の
従
者
の

登
用
は
、
け
っ
し
て
支
配
的
で
は
な
い
。
東
坊
城
秀
長
は
希
望
し
た
の
に
登
用

さ
れ
な
か
っ
た
。
勧
修
寺
経
豊
の
登
用
に
は
特
殊
な
政
治
的
事
情
が
あ
っ
た
。

　

政
所
別
当
一
五
名
の
う
ち
、〔
高
藤
門
流
〕・〔
内
麻
呂
門
流
〕
の
宗
茂
を
除

く
八
名
は
、
高
棟
流
平
氏
の
二
人
、
知
輔
・
知
兼
と
同
じ
く
、
弁
官
を
経
歴
し

て
公
卿
に
な
る
血
筋
で
あ
る
。
残
り
は
羽
林
家
の
山
科
教
冬
・
教
遠
、
外
記
家

の
清
原
良
賢
、「
地
下
家
司
」
の
惟
教
・
宗
茂
で
あ
っ
た
。
万
里
小
路
・
広

橋
・
日
野
は
後
光
厳
流
の
中
心
的
な
近
臣
で
あ
る
。
勧
修
寺
家
の
み
崇
光
流
と

親
し
い
が
、
義
満
は
主
に
後
光
厳
流
支
持
の
弁
官
系
諸
家
を
登
用
し
た
よ
う
だ
。

但
し
、
二
条
家
の
清
閑
寺
家
房
、
一
条
家
の
中
御
門
宣
方
の
親
族
な
ど
、
二
条

良
基
と
近
く
弁
官
系
で
も
あ
る
者
が
登
用
さ
れ
て
い
な
い
点
は
注
意
を
要
す
る
。

　

正
平
一
統
破
談
後
に
後
光
厳
天
皇
が
踐
祚
し
た
と
き
、
万
里
小
路
頼
房
の
父

仲
房
は
、
広
橋
兼
宣
の
祖
父
勘
解
由
小
路
兼
綱
と
と
も
に
、
関
白
二
条
良
基
の

領
導
下
で
蔵
人
頭
を
務
め
た
。
仲
房
の
子
頼
房
が
年
預
別
当
に
登
用
さ
れ
、
兼

綱
の
孫
広
橋
兼
宣
が
家
司
に
登
用
さ
れ
る
遠
因
と
考
え
ら
れ
る
。

　

兼
綱
は
後
光
厳
流
に
対
し
て
著
し
い
功
績
が
あ
る
。
後
光
厳
天
皇
の
典
侍
日

野
宣
子
が
義
満
の
生
母
紀
良
子
の
妹
仲
子
を
見
い
だ
し
て
後
光
厳
の
配
偶
と
し

た
際
に
、
兼
綱
が
仲
子
の
養
父
に
な
っ
た
。
良
子
・
仲
子
は
石
清
水
八
幡
宮
善

法
寺
通
清
の
女
子
で
身
位
が
低
い
か
ら
、
仲
子
所
生
の
緒
仁
（
後
円
融
天
皇
）

に
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
皇
位
継
承
資
格
が
な
か
っ
た
。
兼
綱
が
仲
子
の
養
父
に

な
っ
た
た
め
に
、
後
円
融
に
皇
位
継
承
資
格
が
備
わ
っ
た
。
仲
子
が
義
満
の
叔

母
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
義
満
が
後
光
厳
流
の
護
持
者
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

永
和
四
年
法
身
院
会
議
に
は
、
義
満
・
良
基
の
他
に
三
宝
院
光
済
・
柳
原
忠

光
が
参
加
し
て
い
た
。
光
済
と
忠
光
は
兄
弟
で
あ
る
。
忠
光
の
子
日
野
町
資
藤

が
義
満
に
登
用
さ
れ
た
理
由
と
思
し
い
。
光
済
と
忠
光
は
日
野
宣
子
の
従
兄
弟

で
あ
る
。
宣
子
は
姪
の
業
子
を
義
満
の
室
と
し
、
業
子
の
兄
弟
日
野
資
教
・
日

野
裏
松
資
康
が
義
満
と
親
し
く
な
っ
た
。
日
野
西
資
国
は
業
子
・
資
教
・
資
康

の
弟
、
日
野
裏
松
重
光
は
資
康
の
子
で
あ
る
。
頼
房
・
兼
宣
・
資
藤
・
資
国
・

重
光
の
五
人
は
、
後
光
厳
流
皇
統
を
支
持
す
る
勢
力
の
主
流
に
属
し
て
い
た
。

　

水
野
圭
士
は
、『
尊
卑
分
脉
』
に
み
え
る
甘
露
寺
兼
長
の
室
（
重
房
母
）
日

野
時
光
女
子
が
義
満
の
正
室
日
野
業
子
の
姉
妹
に
あ
た
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

兼
長
は
家
司
に
な
っ
た
翌
年
の
永
徳
二
年
五
月
二
三
日
、
五
位
蔵
人
を
経
ず
に
、

い
き
な
り
蔵
人
頭
と
な
り
、
半
年
後
の
一
一
月
六
日
に
参
議
に
昇
進
し
た
。

　
『
尊
卑
分
脉
』
に
よ
れ
ば
、
万
里
小
路
嗣
房
の
養
子
重
房
（
豊
房
）
は
兼
長

と
時
光
女
子
と
の
間
の
子
で
あ
る
。『
建
内
記
』
を
遺
し
た
嗣
房
の
実
子
時
房

に
対
し
て
、
重
房
は
義
兄
に
あ
た
る
。『
弁
官
補
任
』
に
よ
る
と
、
重
房
は
明

徳
五
（
応
永
元
・
一
三
九
四
）
年
一
二
月
三
〇
日
に
権
右
少
弁
に
任
じ
た
。
弁

官
初
任
時
の
年
齢
を
極
力
幼
く
見
積
も
っ
て
一
五
歳
と
し
て
も
、
康
暦
二
（
一

三
八
〇
）
年
の
誕
生
と
な
る
。
兼
長
が
義
満
の
義
兄
弟
に
な
っ
た
時
期
は
、
兼

長
が
義
満
の
家
司
に
補
す
時
期
よ
り
も
、
前
ら
し
い
。
兼
長
は
義
満
の
義
兄
弟

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
登
用
さ
れ
、
嗣
房
と
親
し
く
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

万
里
小
路
仲
房
・
嗣
房
父
子
は
、
後
光
厳
流
支
持
勢
力
と
し
て
二
条
良
基
と

提
携
し
て
き
た
。
仲
房
は
後
小
松
天
皇
大
嘗
会
伝
奏
と
な
り
、
嗣
房
は
後
小
松

天
皇
大
嘗
会
御
禊
伝
奏
と
な
る
。
嗣
房
は
義
満
の
年
預
別
当
で
あ
る
弟
の
頼
房
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を
後
見
し
、
嘉
慶
三
（
康
応
元
・
一
三
八
九
）
年
に
頼
房
が
没
す
る
と
、
養
子

で
あ
る
重
房
（
義
満
の
義
理
の
甥
）
を
義
満
の
家
司
と
し
て
こ
れ
を
後
見
し
、

一
貫
し
て
義
満
の
家
政
に
関
わ
る
。
の
ち
、
南
都
伝
奏
と
な
り
、
応
永
五
（
一

三
九
八
）
年
に
没
す
る
ま
で
、
義
満
側
近
の
な
か
で
も
最
も
有
力
だ
っ
た
。

　

九
条
氏
房
は
摂
家
九
条
家
の
家
礼
で
あ
る
。
永
徳
元
年
四
月
に
義
満
の
家
司

と
な
り
、
同
年
八
月
一
四
日
に
蔵
人
頭
を
兼
ね
、
翌
年
八
月
一
四
日
に
参
議
と

な
っ
た
。『
後
愚
昧
記
』
永
徳
二
年
九
月
一
七
日
条
に
、
氏
房
が
万
里
小
路
仲

房
の
准
大
臣
拝
賀
に
扈
従
し
、
仲
房
に
「
致
家
礼
」
し
た
と
あ
る
。
氏
房
は
主

家
九
条
家
や
万
里
小
路
家
と
の
関
係
か
ら
義
満
に
登
用
さ
れ
た
か
と
思
し
い
。

　

八
名
の
う
ち
残
る
一
名
、
勧
修
寺
経
豊
の
登
用
は
、
崇
光
流
支
持
勢
力
の
切

り
崩
し
策
、
と
理
解
さ
れ
る
。
経
豊
の
祖
父
経
顕
は
、
崇
光
上
皇
の
「
執
事
別

当
」「
執
権
」
で
あ
っ
た
。
の
ち
、
経
豊
の
子
経
成
（
経
興
）
は
万
里
小
路
時

房
・
広
橋
兼
郷
と
と
も
に
足
利
義
教
初
期
に
伝
奏
を
務
め
る
。
経
成
は
崇
光
の

孫
貞
成
親
王
と
貞
成
の
子
に
あ
た
る
後
花
園
天
皇
と
の
仲
介
者
で
も
あ
っ
た
。

　

遡
っ
て
応
安
三
（
一
三
七
〇
）
年
八
月
、『
後
光
厳
天
皇
宸
記
』
に
よ
れ
ば
、

天
皇
が
緒
仁
（
後
円
融
天
皇
）
に
譲
位
す
る
意
向
を
幕
府
に
伝
え
、
八
月
晦
日

に
幕
府
が
こ
れ
を
受
け
容
れ
る
「
申
詞
」
を
進
上
し
た
と
あ
る
。
九
月
二
日
、

天
皇
が
勧
修
寺
経
顕
に
武
家
の
「
申
詞
」
を
示
す
と
、
経
顕
は
こ
れ
を
崇
光
上

皇
に
報
告
し
、
緒
仁
（
後
円
融
）
の
登
極
に
反
対
し
て
崇
光
皇
子
栄
仁
親
王
の

登
極
を
幕
府
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
上
皇
に
促
し
た
。
こ
の
対
立
は
、
応
安
四

年
三
月
に
後
円
融
天
皇
へ
の
譲
位
が
実
行
さ
れ
る
直
前
ま
で
続
い
た
。

　

崇
光
流
を
支
え
た
勧
修
寺
経
顕
は
後
光
厳
流
を
支
え
る
二
条
良
基
と
対
立
関

係
に
な
っ
た
の
だ
が
、
勧
修
寺
家
は
が
ん
ら
い
は
二
条
家
の
家
礼
で
あ
っ
た
。

『
後
深
心
院
関
白
記
』
応
安
五
年
五
月
一
七
日
条
に
「
内
府
（
勧
修
寺
経
顕
）、

代
々
二
条
家
礼
人
也
」
と
あ
る
。
た
し
か
に
、『
師
守
記
』
貞
治
六
（
一
三
六

七
）
年
七
月
二
日
条
に
、
経
顕
の
弟
経
量
が
良
基
の
申
次
と
し
て
み
え
る
。

　

応
安
六
年
二
月
五
日
に
経
顕
が
没
し
た
あ
と
、
そ
の
子
経
重
は
二
条
家
と
の

和
睦
を
図
っ
た
。
東
坊
城
秀
長
の
『
迎
陽
記
』
康
暦
元
（
一
三
七
九
）
年
一
二

月
二
〇
日
条
に
「
蔵
人
方
管
領
事
、
可
仰
経
重
朝
臣
（
勧
修
寺
経
重
）、
御
教

書
予
（
秀
長
）
書
遣
了
」
と
あ
る
。
経
重
が
蔵
人
頭
に
な
っ
た
の
は
同
年
五
月

六
日
で
、「
蔵
人
方
管
領
」
の
「
蔵
人
」
は
内
裏
の
蔵
人
で
は
な
い
。
師
嗣
が

八
月
二
五
日
に
関
白
・
氏
長
者
と
な
り
、
師
嗣
家
侍
所
か
ら
蔵
人
所
が
分
置
さ

れ
た
こ
と
に
よ
る
人
事
と
思
し
い
。「
執
事
家
司
」
に
あ
た
る
か
と
思
わ
れ
る
。

　

経
重
が
良
基
に
近
づ
い
た
こ
と
は
、
後
光
厳
流
支
持
派
へ
の
転
身
と
み
ら
れ

る
。
義
満
の
家
司
に
登
用
さ
れ
た
経
重
の
子
経
豊
は
『
雑
事
記
』
の
「
殿
上
装

束
」「
政
所
」
方
、
供
奉
殿
上
人
に
み
え
る
が
、
大
饗
の
宴
席
そ
の
も
の
の
記

録
に
は
顕
れ
な
い
。
こ
の
年
、
父
の
経
重
自
身
が
、
ま
だ
二
七
歳
だ
っ
た
。
経

豊
は
、「
殿
上
家
司
」
と
し
て
役
を
務
め
た
一
二
歳
の
重
光
、
一
五
歳
の
資
国
、

一
六
歳
の
資
藤
・
兼
宣
に
比
べ
て
、
相
当
に
幼
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
児
童
を
家

司
に
し
た
の
は
、
父
経
重
を
義
満
の
家
礼
と
し
て
固
定
す
る
た
め
に
違
い
な
い
。

　

永
徳
三
年
二
月
、
後
円
融
上
皇
が
後
小
松
天
皇
の
生
母
三
条
厳
子
を
峰
打
ち

す
る
有
名
な
事
件
が
あ
っ
た
。
そ
の
収
拾
策
と
し
て
、
同
年
三
月
三
日
、
勧
修

寺
経
重
の
小
川
亭
が
後
円
融
上
皇
の
院
御
所
に
な
っ
た
。
経
重
は
後
光
厳
流
皇

統
を
支
え
る
側
に
ま
わ
り
、
康
応
元
年
一
二
月
一
四
日
に
没
す
る
ま
で
、
後
円
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融
の
「
仙
洞
執
権
」
と
し
て
要
務
を
担
っ
た
。『
兼
宣
公
記
』
嘉
慶
二
年
六
月

五
日
条
を
み
る
と
、
経
重
の
奉
じ
る
後
円
融
上
皇
院
宣
を
受
け
取
っ
た
兼
宣
が
、

「
是
室
町
殿
仰
也
」
と
注
記
し
て
い
る
。
経
重
に
は
義
満
の
指
揮
が
及
ん
で
い

た
。
経
重
の
子
経
豊
が
義
満
の
政
所
別
当
に
な
っ
た
こ
と
は
、
勧
修
寺
家
が
後

光
厳
流
を
支
え
る
よ
う
に
な
る
、
決
定
的
な
転
機
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

崇
光
上
皇
を
支
え
た
院
司
と
し
て
、「
執
権
」
な
い
し
「
伝
奏
」
と
呼
ば
れ

た
武
者
小
路
教
光
・
葉
室
長
顕
、「
執
事
別
当
」「
執
権
」
と
呼
ば
れ
た
勧
修
寺

経
顕
の
ほ
か
、
教
光
の
子
武
者
小
路
資
俊
、「
院
中
奉
行
」
の
四
条
隆
持
・
隆

仲
父
子
ら
が
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
崇
光
上
皇
の
近
臣
集
団
は
指
導
的
な
人

材
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
経
顕
が
応
安
六
年
二
月
五
日
に
没
し
、
教
光
が
永
和

四
年
七
月
一
四
日
に
没
し
、
隆
持
は
永
徳
三
年
三
月
一
九
日
に
没
す
る
。
義
満

任
槐
大
饗
の
直
前
、『
後
愚
昧
記
』
永
徳
元
年
七
月
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
葉
室

長
顕
は
崇
光
上
皇
に
「
不
可
出
仕
之
旨
申
入
」
れ
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
。

　

延
慶
二
（
一
三
〇
九
）
年
一
一
月
八
日
付
け
の
九
条
忠
教
遺
誡
（『
図
書
寮

叢
刊　

九
条
家
文
書
』
第
一
巻
一
九
）
に
、
家
礼
の
う
ち
葉
室
・
日
野
・
九
条

の
三
家
を
尊
重
せ
よ
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
日
野
宣
子
の
所
生
子
を
娶
っ
て
い

る
九
条
忠
基
は
後
光
厳
流
支
持
派
に
近
く
、
九
条
家
家
礼
主
要
三
家
の
う
ち
日

野
・
九
条
が
義
満
に
登
用
さ
れ
て
い
た
。
長
顕
が
崇
光
流
支
持
勢
力
に
と
ど
ま

る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
脱
落
し
て
ゆ
く
事
象
の
背
景
事
情
か
と
憶
測
さ
れ
る
。

　

院
政
期
、
上
皇
と
摂
関
家
と
の
せ
め
ぎ
合
い
は
、
摂
関
家
の
家
司
を
務
め
て

い
た
名
家
が
院
の
近
臣
に
転
身
す
る
現
象
を
生
み
出
し
た
。
太
政
官
の
発
令
部

門
で
あ
る
弁
官
の
実
務
を
担
う
諸
家
は
、
院
の
太
政
官
支
配
を
実
現
す
る
媒
介

者
で
あ
っ
た
。
持
明
院
統
の
皇
位
継
承
争
い
は
、
弁
官
系
諸
家
を
巻
き
込
ん
で

展
開
し
、
彼
ら
の
帰
趨
が
皇
位
継
承
問
題
を
左
右
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
義
満

が
家
司
制
度
を
媒
介
と
し
て
彼
ら
を
従
え
た
こ
と
で
、
崇
光
上
皇
が
院
政
を
し

い
て
朝
廷
政
務
を
掌
握
す
る
こ
と
は
、
実
現
不
可
能
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

【
羽
林
家
の
登
用
と
後
円
融
上
皇
の
近
臣
集
団
】

　

義
満
は
羽
林
家
の
山
科
教
冬
・
教
遠
も
登
用
し
た
。
そ
の
意
味
を
考
え
る
。

　

タ
ト
ヤ
ン
│
デ
ィ
ミ
ト
リ
は
、『
初
任
大
饗
記
』
七
月
四
日
条
に
「
禄
所
」

行
事
で
あ
っ
た
良
賢
の
も
と
に
来
て
大
饗
禄
の
こ
と
に
つ
き
協
議
し
た
と
あ
る

「
重
弘
」
を
、『
後
愚
昧
記
』
永
徳
三
年
九
月
四
日
条
に
み
え
る
大
嘗
会
御
禊
次

第
司
の
ひ
と
り
「
紀
朝
臣
重
弘
」
と
推
定
し
た
。
小
口
康
仁
は
『
迎
陽
記
』
応

安
八
（
永
和
元
）
年
二
月
二
七
日
条
に
、
紀
重
弘
が
改
元
行
事
に
お
け
る
後
円

融
天
皇
御
服
の
調
進
に
携
わ
っ
た
記
事
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
御
着
衣

事
、
同
相
觸
内
蔵
頭
（
山
科
教
藤
）
畢
、
御
蔵
小
舎
人
重
弘
参
仕
畢
」
と
あ
る
。

山
科
教
藤
は
教
言
の
嗣
子
で
教
冬
の
兄
に
あ
た
る
。
内
蔵
寮
の
小
舎
人
紀
重
弘

は
寮
頭
山
科
教
藤
の
指
揮
下
に
あ
り
、
御
服
調
進
に
携
わ
っ
て
い
た
。
紀
重
弘

は
、
こ
の
関
係
か
ら
義
満
大
饗
の
賜
禄
調
進
に
も
関
わ
っ
た
、
と
推
定
さ
れ
た
。

山
科
家
の
家
業
は
、
教
冬
・
教
遠
を
登
用
し
た
狙
い
の
ひ
と
つ
か
も
し
れ
な
い
。

　

教
冬
・
教
遠
は
室
町
殿
の
「
申
次
」（
問
・
見
参
役
）
と
し
て
の
役
割
が
顕

著
で
、
義
満
の
出
行
に
剣
役
な
ど
と
し
て
供
奉
す
る
役
割
も
担
っ
た
。
義
満
の

「
申
次
」
と
し
て
は
、
中
山
親
雅
・
高
倉
永
行
と
同
僚
で
あ
っ
た
。

　

永
徳
元
年
七
月
二
三
日
の
義
満
の
任
内
大
臣
大
饗
ま
で
、
室
町
殿
の
問
・
見
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参
業
務
は
武
士
の
近
習
が
掌
っ
て
い
た
。『
初
任
大
饗
記
』
五
月
七
日
条
に
、

清
原
良
賢
が
室
町
亭
を
訪
ね
、「
近
習
朝
日
」
に
取
り
次
い
で
も
ら
う
記
事
が

あ
る
。『
後
愚
昧
記
』
同
年
七
月
一
一
日
条
に
は
、「
武
家
使
武
田
下
条
〈
近
習

者
、
勤
申
次
之
者
也
〉」
が
義
満
の
書
状
を
持
参
す
る
記
事
が
あ
る
。

　

大
饗
直
後
の
『
後
愚
昧
記
』
同
年
八
月
五
日
条
に
、
室
町
殿
の
申
次
に
つ
い

て
「
丞
相
以
後
、
教
冬
朝
臣
・
教
遠
朝
臣
等
、
結
番
申
次
之
」
と
い
う
記
事
が

あ
る
。
教
冬
・
教
遠
は
室
町
殿
の
問
・
見
参
役
と
し
て
代
表
的
な
存
在
に
な
っ

た
ら
し
い
。
も
っ
と
も
、
教
冬
・
教
遠
が
専
掌
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
『
吉
田
家
日
次
記
』
永
徳
三
（
一
三
八
三
）
年
六
〜
九
月
記
に
あ
ら
わ
れ
る

義
満
邸
の
「
申
次
」
事
例
は
一
〇
件
あ
る
。
六
月
三
日
条
に
高
倉
永
行
、
同
月

二
七
日
条
に
年
預
別
当
万
里
小
路
頼
房
が
顕
れ
る
。
事
例
が
最
も
多
い
の
は
、

六
月
九
・
二
四
日
、
七
月
一
〇
・
一
六
日
、
八
月
二
六
・
二
七
日
、
九
月
一

五
・
一
六
日
条
に
み
え
る
中
山
親
雅
で
あ
る
。
教
冬
・
教
遠
は
み
え
な
い
。

『
春
日
権
神
主
師
盛
記
』（『
歴
代
残
闕
日
記
第
一
五
巻
』）
至
徳
二
（
一
三
八

五
）
年
六
月
二
九
日
条
に
、「
中
山
殿
ニ
ハ
御
所
ノ
此
旬
ハ
御
申
次
番
」
と
あ

り
、
親
雅
は
旬
間
単
位
で
勤
務
し
、
七
月
上
旬
は
山
科
教
冬
に
交
替
し
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

鎌
倉
初
期
の
摂
関
は
侍
所
別
当
を
日
々
「
結
番
」
し
て
取
り
次
ぎ
を
行
わ
せ

た
。『
玉
葉
』
文
治
二
年
正
月
一
〇
日
条
に
、「
自
今
日
、
職
事
四
人
〈
兼
親
・

国
行
・
兼
時
・
経
泰
〉
結
番
、
為
逢
職
事
・
弁
官
也
」
と
あ
る
。
前
年
一
二
月

二
九
日
に
内
覧
と
な
っ
た
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
逢
職
事
・
弁
官
」
の

「
職
事
」
は
内
裏
の
蔵
人
で
あ
る
。「
職
事
四
人
」（
侍
所
別
当
）
が
「
結
番
」

し
、
毎
日
交
替
で
来
訪
者
を
迎
接
し
た
。
同
記
翌
日
条
に
「
故
人
云
、
執
政
之

臣
、
必
可
謁
職
事
・
弁
官
云
々
」
と
あ
る
。
兼
実
は
父
藤
原
忠
通
の
遺
訓
を
ふ

ま
え
て
、「
執
政
之
臣
」
は
蔵
人
・
弁
官
と
直
談
・
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
た
。「
職
事
」
結
番
の
理
由
で
あ
る
。
近
衛
家
の
場
合
も
、『
猪

隈
関
白
記
』
建
永
元
年
五
月
一
九
日
条
に
、
加
階
拝
賀
の
た
め
摂
政
近
衛
家
実

を
訪
ね
た
源
通
具
を
「
当
番
職
事
定
清
」
が
接
遇
し
た
、
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

　

義
満
邸
の
問
・
見
参
役
に
は
、「
職
事
」
よ
り
も
身
分
の
高
い
公
卿
の
親
雅

や
政
所
別
当
の
頼
房
・
教
冬
・
教
遠
ら
が
あ
た
っ
た
。
し
か
し
、「
執
政
之
臣
」

の
た
め
に
朝
廷
政
務
を
司
る
脈
絡
は
あ
っ
た
。
後
小
松
天
皇
踐
祚
の
諸
司
召
仰

は
、
義
満
の
里
亭
室
町
殿
で
、
年
預
別
当
万
里
小
路
頼
房
の
指
揮
で
行
わ
れ
た
。

　

山
科
教
冬
・
教
遠
、
中
山
親
雅
、
高
倉
永
行
の
四
人
に
は
、
後
円
融
天
皇
の

側
近
で
用
務
に
あ
た
っ
て
い
た
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。
彼
ら
は
後
円
融
の
譲

位
後
に
「
院
殿
上
人
」
に
は
な
ら
ず
、
専
ら
義
満
に
奉
仕
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

山
科
教
冬
は
『
教
言
卿
記
』
の
記
主
教
言
の
子
、
教
遠
は
教
言
の
甥
で
あ
る
。

教
言
室
（
教
冬
母
）
は
足
利
義
詮
時
代
か
ら
武
家
に
仕
え
て
い
た
木
工
寮
橘
知

任
の
女
子
で
あ
っ
た
。
教
冬
の
従
姉
妹
に
あ
た
る
知
任
の
孫
女
繁
子
は
後
円
融

天
皇
の
女
官
で
あ
る
。
教
冬
・
教
遠
は
近
衛
中
将
と
し
て
後
円
融
天
皇
に
仕
え

た
。『
迎
陽
記
』
康
暦
元
年
正
月
七
日
条
白
馬
節
会
の
記
事
に
、
近
衛
次
将
と

し
て
山
科
教
冬
が
み
え
る
。
同
記
同
年
一
一
月
一
日
条
に
、
教
遠
が
後
円
融
天

皇
の
忌
火
御
膳
に
陪
膳
と
し
て
奉
仕
し
た
記
事
が
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
同
記
康

暦
二
年
四
月
二
三
日
条
な
ど
に
、
足
利
義
満
の
二
条
良
基
邸
訪
問
な
ど
に
教

冬
・
教
遠
が
義
満
の
剣
役
と
し
て
同
車
・
供
奉
し
た
と
い
っ
た
記
事
が
あ
る
。
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同
記
康
暦
二
年
八
月
七
日
条
に
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
義
満
が
内
裏
を

訪
ね
た
。
来
訪
者
の
取
り
次
ぎ
は
近
衛
次
将
の
務
め
で
あ
っ
た
か
ら
山
科
教
冬

が
応
対
し
、
天
皇
は
正
親
町
三
条
実
継
・
三
条
西
公
時
と
献
酬
の
さ
な
か
で
あ

る
と
伝
え
た
。
義
満
は
そ
れ
を
聞
い
て
帰
宅
し
た
が
、
教
冬
が
こ
の
こ
と
を
日

野
裏
松
資
康
に
報
告
し
、
資
康
が
こ
れ
を
天
皇
に
伝
え
た
。
天
皇
は
仰
天
し
、

実
継
は
急
ぎ
退
出
し
、
公
時
が
義
満
を
呼
び
戻
す
使
者
と
し
て
室
町
殿
に
馳
せ

向
か
っ
た
。
義
満
は
渋
っ
た
が
、
公
時
が
自
分
の
牛
車
に
義
満
を
乗
せ
て
内
裏

に
連
れ
戻
り
、
酒
宴
に
な
っ
た
。
酒
宴
に
つ
い
て
、「
殿
上
人
教
冬
朝
臣
・
教

遠
朝
臣
之
外
無
人
」
と
あ
る
。
教
冬
・
教
遠
は
内
裏
に
詰
め
て
い
た
。
東
坊
城

秀
長
は
禁
裏
宿
直
番
で
あ
っ
た
た
め
、
一
部
始
終
を
み
て
い
た
。
教
冬
・
教
遠

は
後
円
融
の
側
近
か
ら
義
満
の
側
近
に
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

足
利
義
満
の
「
申
次
」
と
し
て
の
教
冬
・
教
遠
の
役
割
は
、
近
衛
次
将
と
し

て
内
裏
に
詰
め
て
果
た
し
て
い
た
来
訪
者
迎
接
の
業
務
に
近
似
し
て
い
る
。
天

皇
が
移
動
す
る
際
に
は
、
内
裏
内
で
あ
っ
て
も
近
衛
次
将
が
御
剣
を
捧
持
し
て

供
奉
す
る
。
義
満
の
剣
役
と
し
て
の
教
冬
・
教
遠
の
役
割
と
近
似
し
て
い
る
。

こ
の
関
係
は
、
頭
中
将
だ
っ
た
中
山
親
雅
の
場
合
に
も
通
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

中
山
親
雅
は
『
山
槐
記
』
の
記
主
中
山
忠
親
の
子
孫
で
、
足
利
義
教
晩
年
に

伝
奏
と
し
て
威
勢
を
揮
っ
た
『
薩
戒
記
』
の
記
主
中
山
定
親
に
対
し
て
は
、
祖

父
に
あ
た
る
。『
後
深
心
院
関
白
記
』
永
徳
元
年
正
月
一
二
日
条
に
、
親
雅
の

妻
だ
っ
た
「
加
賀
局
」
が
義
満
の
子
を
産
む
記
事
が
あ
り
、
妻
を
差
し
出
し
た

時
期
を
康
暦
二
年
八
月
と
す
る
。
親
雅
は
康
暦
二
年
一
二
月
に
頭
中
将
か
ら
参

議
に
昇
り
、「
加
賀
局
」
出
産
後
の
永
徳
元
年
三
月
一
〇
日
に
従
三
位
、
同
月

一
三
日
に
正
三
位
、
と
い
う
異
常
な
昇
叙
を
経
て
、
翌
年
四
月
二
二
日
に
権
中

納
言
と
な
る
。
妻
を
差
し
出
し
た
こ
と
で
、
義
満
の
信
任
を
得
た
よ
う
だ
。

　

親
雅
自
身
は
公
卿
だ
か
ら
義
満
の
政
所
別
当
に
は
な
ら
な
い
が
、
後
円
融
天

皇
の
頭
中
将
か
ら
義
満
側
近
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
山
科
教
冬
・
教
遠
ら
と

同
じ
く
「
申
次
」
と
し
て
親
し
く
義
満
に
仕
え
た
。
の
ち
、
応
永
五
〜
六
年
頃
、

親
雅
の
子
満
親
は
義
満
の
「
家
司
」
と
し
て
父
親
雅
と
と
も
に
奉
仕
す
る
。

　

義
満
の
「
申
次
」
高
倉
永
行
も
類
似
の
事
例
で
あ
る
。『
迎
陽
記
』
康
暦
元

年
正
月
六
日
条
に
「
火
櫃
・
衡
重
所
役
殿
上
人
言
長
、
六
位
〈
永
行
・
長
遠
〉」

と
あ
る
。
永
行
は
東
坊
城
秀
長
の
子
長
遠
と
と
も
に
、
内
裏
の
庶
務
を
掌
る
六

位
蔵
人
を
務
め
て
い
た
。
そ
の
後
、
永
行
は
、『
吉
田
家
日
次
記
』
永
徳
三
年

六
月
三
日
条
に
義
満
の
「
申
次
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。『
実
冬
公
記
』
嘉
慶

元
（
一
三
八
七
）
年
正
月
三
日
条
に
、
永
行
は
義
満
の
「
専
一
物
」
だ
と
あ
る
。

足
利
義
教
任
槐
大
饗
の
際
に
永
行
の
孫
高
倉
永
豊
が
政
所
別
当
に
補
任
さ
れ
る
。

永
行
も
何
れ
か
の
時
点
で
義
満
の
政
所
別
当
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

親
雅
・
教
冬
・
教
遠
・
永
行
ら
と
後
円
融
天
皇
と
の
結
び
つ
き
は
、
譲
位
の

際
に
切
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
円
融
は
永
徳
二
年
四
月
の
譲
位
直
前
に
洞
院

公
定
の
中
園
亭
を
仙
洞
に
定
め
て
移
徙
し
た
が
、
翌
永
徳
三
年
二
月
に
後
小
松

天
皇
の
生
母
三
条
厳
子
に
斬
り
つ
け
て
重
傷
を
負
わ
せ
る
「
峰
打
ち
」
一
件
を

引
き
起
こ
し
、
い
っ
た
ん
生
母
崇
賢
門
院
仲
子
の
梅
町
殿
に
遷
り
、
三
月
三
日

に
勧
修
寺
経
重
の
小
川
亭
に
移
っ
た
。
こ
れ
ら
後
円
融
身
辺
の
紛
議
に
お
い
て
、

親
雅
・
教
冬
・
教
遠
・
永
行
が
後
円
融
の
側
近
に
顕
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
『
後
円
融
院
宸
記
』
永
徳
四
年
正
月
一
日
条
に
、
勧
修
寺
経
重
が
「
執
権
」
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と
し
て
、
油
小
路
隆
信
が
「
奉
行
院
司
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
同
記
同
月
三

日
条
に
は
柳
原
資
衡
（
資
藤
兄
）
が
「
四
位
院
司
」
と
あ
り
、
山
科
教
冬
の
弟

教
清
（
教
興
）
も
み
え
る
。
小
川
亭
の
本
主
勧
修
寺
経
重
が
筆
頭
と
な
り
、
柳

原
資
衡
・
油
小
路
隆
信
・
山
科
教
清
（
教
興
）
ら
が
仕
え
る
、
新
し
い
院
の
近

臣
の
体
制
が
構
築
さ
れ
た
。
親
雅
・
教
冬
・
教
遠
・
永
行
ら
が
義
満
に
仕
え
て

い
た
た
め
、
天
皇
時
代
の
近
臣
集
団
が
後
円
融
か
ら
剝
離
し
て
し
ま
っ
た
よ
う

だ
。
こ
の
事
情
は
、「
峰
打
ち
」
一
件
の
背
景
に
あ
た
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

幼
い
後
小
松
天
皇
は
、
中
園
亭
・
小
川
亭
に
移
っ
た
父
後
円
融
・
母
厳
子
と

別
れ
て
土
御
門
内
裏
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。「
峰
打
ち
」
一
件
収
拾
の
直
後
、

永
徳
三
年
五
月
末
頃
、
義
満
は
「
内
裏
小
番
」
の
制
を
布
き
、
公
卿
・
殿
上
人

を
結
番
し
て
内
裏
に
出
勤
さ
せ
る
態
勢
を
と
る
。
か
つ
て
、
内
裏
宿
直
番
の
者

は
昼
間
は
内
裏
の
外
に
出
歩
い
て
い
て
、
夜
に
な
っ
て
か
ら
宿
直
し
た
。
新
た

に
、
一
昼
夜
の
宿
直
が
内
裏
内
禁
足
を
原
則
と
し
て
、
武
家
の
強
制
を
伴
っ
て

制
度
化
さ
れ
た
。「
内
裏
小
番
」
は
幼
い
天
皇
が
孤
立
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が

認
識
さ
れ
て
と
ら
れ
た
態
勢
で
あ
ろ
う
。
小
番
の
制
は
近
世
末
ま
で
継
続
す
る
。

　

義
満
の
家
司
編
成
の
狙
い
の
ひ
と
つ
は
、
崇
光
上
皇
か
ら
院
政
実
施
の
人
材

を
奪
う
点
に
あ
っ
た
と
思
し
い
が
、
副
作
用
と
し
て
後
光
厳
流
内
裏
・
仙
洞
の

空
洞
化
を
併
発
し
、
対
策
が
と
ら
れ
た
。
義
満
が
良
基
の
従
者
た
ち
を
登
用
し

な
い
理
由
は
、
二
条
家
「
殿
中
」
の
空
洞
化
を
恐
れ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

【
大
饗
の
準
備
・
運
営
の
体
制
】

　

足
利
義
満
の
任
槐
大
饗
に
は
、
武
士
で
あ
る
幕
府
奉
行
人
も
参
画
し
て
い
た
。

分
担
は
「
永
享
四
年
大
饗
定
」
や
『
柳
原
家
記
録
』『
大
饗
次
第
』
に
み
え
る
。

　
「
永
享
四
年
大
饗
定
」（『
続
群
書
類
従
』
第
三
三
輯
上
）

　
　
　
　
　
　

永
徳
度

　
　

一
、
総
奉
行　

松
田
丹
後
守
（
貞
秀
）

　
　

一
、
条
々
支
配
奉
行

　
　
　
　

安
威
新
左
衛
門
尉
（
詮
有
）　

几
帳
・
禄

　
　
　
　

布
施
民
部
丞
（
基
連
）　　
　

軟
障
・
禄

　
　
　
　

治
部
左
衛
門
尉
（
則
栄
）　　

 

簾
・
畳
・
円
座
・
弘
筵
・
差
筵
・
鎮

子
・
壁
代
・
四
尺
屛
風
・
垂
布
・

机
・
綱
・
燈
台

　
　
　
　

飯
尾
左
衛
門
大
夫
（
為
清
）・
同
隼
人
佐
（
兼
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
部
所
・
料
理
所
・
幔
・
幄
・
床
子
〈
検
非
違
使
〉

　
　
　
　

斎
藤
筑
前
五
郎
左
衛
門
尉
（
基
繁
）・
松
田
主
計
允
（
秀
経
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

盛
物
・
饗

　

奉
行
人
た
ち
の
参
画
は
、
五
月
に
開
始
さ
れ
た
大
饗
行
事
検
討
会
議
「
内

談
」
に
参
仕
す
る
形
で
始
ま
っ
た
。『
初
任
大
饗
記
』
六
月
二
四
日
条
に
、
二

条
良
基
邸
の
「
内
談
」
に
「
武
家
奉
行
人
等
、
少
々
令
参
、
尋
申
」
と
あ
る
。

良
賢
は
「
禄
所
」
奉
行
だ
っ
た
。
七
月
四
日
に
来
訪
し
た
紀
重
弘
は
、
禄
物
に

つ
い
て
「
合
奉
行
」
の
「
安
盛
（
安
威
）
新
左
衛
門
并
布
施
・
・
」
か
ら
指
示

を
受
け
た
と
述
べ
た
。「
大
饗
定
」
の
「
禄
」
担
当
、
安
威
詮
有
・
布
施
基
連
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に
合
致
す
る
。「
惣
用
百
卅
貫
云
々
」
と
い
う
記
載
か
ら
、
良
賢
は
用
途
支
出

に
関
与
せ
ず
、
詮
有
・
基
連
が
決
済
に
あ
た
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。

『
初
任
大
饗
記
』
に
は
、
七
月
二
三
日
大
饗
当
日
の
舗
設
に
「
武
家
政
所
奉
行

人
松
田
丹
後
守
・
治
部
二
郎
左
衛
門
」
が
参
加
し
た
こ
と
が
み
え
る
。「
総
奉

行
」
松
田
貞
秀
と
「
簾
・
畳
」
以
下
の
担
当
奉
行
人
治
部
則
栄
に
該
当
す
る
。

　

良
基
邸
の
「
内
談
」
に
出
席
し
た
中
御
門
宣
方
に
つ
い
て
、
林
哲
民
は
宣
方

と
義
満
と
の
関
係
が
薄
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
中
御
門
家
は
一
条
家
の
重
臣
で
、

義
満
の
任
槐
節
会
参
内
に
一
条
経
嗣
を
扈
従
さ
せ
る
た
め
、
宣
方
は
良
基
と
経

嗣
と
の
折
衝
に
あ
た
っ
た
。
だ
が
、
義
満
と
の
関
係
が
判
然
と
し
な
い
。『
吉

田
家
日
次
記
』
永
徳
三
年
七
月
二
五
日
条
に
、
義
満
が
宣
方
を
石
清
水
放
生
会

伝
奏
と
し
、
後
円
融
上
皇
が
宣
方
を
放
生
会
上
卿
に
指
名
し
、
宣
方
が
義
満
の

意
向
を
慮
っ
て
恐
慌
を
来
す
記
事
が
あ
る
。
宣
方
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　
『
初
任
大
饗
記
』
に
幕
府
政
所
執
事
伊
勢
貞
継
は
顕
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、

義
満
の
年
預
別
当
広
橋
兼
宣
の
日
記
に
も
政
所
執
事
と
の
折
衝
記
事
が
な
い
。

公
家
衆
の
政
所
は
、
伊
勢
氏
の
政
所
と
直
接
的
に
は
繫
が
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　

川
本
重
雄
氏
は
、
義
持
・
義
教
時
代
の
将
軍
御
所
に
大
名
・
武
士
や
側
近
公

家
衆
の
家
礼
・
家
司
が
出
入
り
す
る
際
の
通
用
門
は
東
門
で
あ
り
、
東
門
近
隣

に
大
名
・
武
士
の
出
仕
所
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
さ
れ
た
。

　

室
町
殿
は
「
西
礼
」
の
殿
邸
で
、
大
饗
な
ど
の
公
家
行
事
は
西
四
足
門
・
侍

廊
・
随
身
所
・
寝
殿
な
ど
西
側
の
施
設
で
行
っ
た
が
、
義
満
自
身
は
東
門
も
用

い
た
。『
初
任
大
饗
記
』
七
月
二
三
日
条
に
、「
寅
刻
節
会
訖
、
内
大
臣
殿
（
義

満
）、
自
東
閑
門
還
御
」
と
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、『
西
園
寺
公
永
日
記
』
同
日
条

に
は
、「
主
人
（
義
満
）
於
東
上
土
門
御
下
車
、
公
卿
一
両
自
彼
門
奉
相
随
」

と
あ
る
。『
初
任
大
饗
記
』
に
み
え
る
「
東
閑
門
」
は
「
東
上
土
門
」
で
あ
っ

て
、
側
近
公
卿
二
人
が
義
満
と
と
も
に
こ
の
門
を
く
ぐ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
三
年
一
〇
月
一
三
日
条
に
、
足
利
義
教
が
室
町
殿

を
再
建
す
る
記
事
が
あ
る
。「
震
殿
（
マ
マ
寝
殿
）
以
下
、
棟
数
十
一
ケ
所
、

門
六
、
西
二
〈
四
足
・
唐
門
〉、
東
二
〈
上
土
門
・
小
門
〉、
北
二
〈
小
門
二
〉、

各
上
棟
」
と
あ
る
。
義
教
の
東
面
「
上
土
門
」
は
西
面
の
二
門
に
次
ぐ
高
い
格

式
の
門
で
あ
っ
た
。『
西
園
寺
公
永
日
記
』
の
「
東
上
土
門
」
に
照
応
す
る
。

『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
三
年
九
月
一
四
日
条
に
は
、
再
建
室
町
殿
に
「
諸
大

名
等
出
仕
所
」
が
設
け
ら
れ
る
予
定
だ
と
あ
る
。
義
教
は
康
暦
度
室
町
殿
の
配

置
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
政
務
上
も
必
要
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ

る
か
ら
、「
諸
大
名
等
出
仕
所
」
は
康
暦
度
室
町
殿
に
も
あ
っ
た
と
想
定
で
き

る
。
幕
府
政
所
執
事
伊
勢
氏
は
室
町
殿
東
面
の
「
諸
大
名
等
出
仕
所
」
を
管
轄

し
て
い
た
た
め
、
西
面
で
活
動
す
る
公
家
家
司
と
の
接
触
が
薄
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
一
五
世
紀
に
明
確
化
す
る
「
西
向
衆
」「
東
向
衆
」
の
区
分
に
繫
が

る
問
題
で
あ
る
。

　

さ
て
、
七
月
二
三
日
大
饗
当
日
の
舗
設
に
は
、
頼
房
・
良
賢
や
幕
府
奉
行
人

ら
と
と
も
に
、
万
里
小
路
嗣
房
が
携
わ
っ
て
い
た
。
嗣
房
は
大
饗
の
宴
席
中
も

饗
座
を
離
れ
て
、
頼
房
を
後
見
し
て
指
揮
に
携
わ
る
。
家
永
別
稿
で
義
満
の
私

的
祈
禱
を
奉
行
す
る
家
司
を
公
卿
で
あ
る
父
兄
が
後
見
す
る
事
象
を
指
摘
し
た

が
、
こ
れ
に
関
連
す
る
。
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『
後
深
心
院
関
白
記
』
永
徳
元
年
一
一
月
一
八
日
条
に
、
義
詮
命
日
の
法
華

八
講
に
公
卿
以
下
を
催
促
す
る
際
、「
頼
房
為
家
司
申
沙
汰
」
す
る
い
っ
ぽ
う
、

嗣
房
が
職
事
行
冬
に
「
仰
」
せ
た
と
あ
る
。『
実
冬
公
記
』
応
永
二
（
一
三
九

五
）
年
四
月
七
日
条
に
、
尊
氏
命
日
相
国
寺
法
華
八
講
に
つ
い
て
、「
奉
行
重

房
〈
嗣
房
雖
奉
行
、
此
男
先
面
也
〉」
と
あ
る
。
家
司
で
あ
る
頼
房
・
重
房
が

「
奉
行
」
し
て
い
て
も
、
実
は
公
卿
で
あ
る
嗣
房
が
真
の
「
奉
行
」
で
あ
っ
た
。

　

通
説
的
に
は
嗣
房
ら
は
伝
奏
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
義
満
の
大

饗
や
足
利
氏
祖
先
祭
祀
を
、
嗣
房
が
伝
奏
の
立
場
で
「
奉
行
」
し
た
と
み
る
余

地
は
な
い
。
親
雅
に
は
伝
奏
在
任
の
所
見
が
な
い
。
若
年
の
政
所
別
当
を
父
兄

の
家
礼
公
卿
が
「
扶
持
」
す
る
、
と
い
う
摂
関
家
の
慣
行
を
参
照
し
た
い
。

　
『
葉
黄
記
』
の
記
主
葉
室
定
嗣
は
若
い
時
に
九
条
道
家
の
年
預
別
当
を
務
め

た
。
同
記
仁
治
三
（
一
二
四
二
）
年
三
月
一
八
日
条
に
、
定
嗣
の
子
息
高
雅
は

一
条
実
経
の
「
年
預
家
司
」
だ
と
あ
る
。
九
歳
で
あ
っ
た
。
寛
元
四
（
一
二
四

六
）
年
正
月
に
後
嵯
峨
が
譲
位
し
て
実
経
が
関
白
・
氏
長
者
と
な
り
、
高
雅
は

同
月
二
八
日
に
実
経
の
「
執
事
家
司
」
と
な
る
。
定
嗣
は
同
記
翌
日
条
に
、
自

ら
は
後
嵯
峨
の
院
司
と
し
て
「
可
奉
行
万
事
之
由
」
命
じ
ら
れ
、「
執
柄
家
事
、

又
、
偏
管
領
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
記
す
。
定
嗣
は
院
伝
奏
・
院
評
定
衆
と

な
る
が
、
同
年
末
に
健
康
を
害
し
た
。
実
経
に
「
殿
中
事
、
高
雅
少
年
一
身
非

可
是
非
、
偏
約
（
マ
マ
）
予
扶
持
之
」
と
訴
え
、
実
経
か
ら
年
預
別
当
平
時
継

に
執
務
さ
せ
る
と
の
回
答
を
得
た
。
年
少
の
子
息
家
司
高
雅
を
「
扶
持
」
し
て
、

家
礼
公
卿
の
父
定
嗣
が
主
家
一
条
家
の
家
政
を
「
管
領
」
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

殿
上
人
の
政
所
別
当
は
「
公
卿
座
」
長
押
に
上
が
る
と
膝
行
し
て
文
書
を
捧

げ
、
指
示
を
聞
い
て
退
出
す
る
だ
け
で
あ
る
。
家
礼
公
卿
は
、「
公
卿
座
」
に

着
し
て
主
人
と
対
面
協
議
し
、
家
司
以
下
を
指
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
『
玉
英
記
抄
』
官
位
部
に
、
康
永
年
間
と
思
し
い
某
年
一
〇
月
二
四
日
の
記

事
が
あ
る
。
多
武
峰
・
春
日
山
の
怪
異
に
つ
き
卜
占
を
し
た
。
前
年
来
、「
蔵

人
所
」
で
は
な
く
「
障
子
上
」
に
着
し
て
（
恐
ら
く
「
布
障
子
」
を
開
い
て
）

卜
占
を
指
揮
す
る
家
司
の
所
作
は
僭
越
だ
と
、
陰
陽
師
た
ち
が
訴
え
て
い
た
。

家
司
ら
も
、
当
主
一
条
経
通
も
、
治
め
か
ね
て
い
た
。
参
会
し
た
前
参
議
中
御

門
宣
明
が
経
通
か
ら
事
情
を
聞
き
、「
於
家
司
者
、
可
着
障
子
上
之
輩
也
、
非

下
臈
家
司
〈
謂
官
・
外
記
也
〉」
と
云
っ
て
陰
陽
師
た
ち
を
𠮟
り
つ
け
、
落
着

し
た
。
家
礼
の
公
卿
が
当
主
を
補
佐
し
て
家
司
以
下
を
統
率
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
師
守
記
』
暦
応
二
年
一
一
月
二
二
日
条
・
貞
和
五
年
一
一
月
一
二
日
条
か

ら
、
右
の
事
件
が
あ
っ
た
頃
に
、
宣
明
が
経
通
の
重
臣
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
宣
明
の
子
息
維
隆
が
経
通
の
「
執
権
」
で
、
中
原
師
茂
は
経
通
へ
の
「
奉

公
」
の
こ
と
を
宣
明
に
相
談
し
て
い
る
。

　

公
卿
で
あ
る
嗣
房
・
親
雅
は
、
初
め
公
家
故
実
に
疎
か
っ
た
義
満
と
協
議
し

つ
つ
補
佐
し
た
と
思
わ
れ
る
。
嗣
房
の
死
後
、
親
雅
が
御
祈
「
奉
行
」、
子
息

時
期　
　

家
司

そ
の
父
兄
（
続
柄
）

父
兄
の
地
位

永
徳
年
間
〜
嘉
慶
年
間

万
里
小
路
頼
房

万
里
小
路
嗣
房
（
実
兄
）

家
礼
・
伝
奏

明
徳
年
間
〜
応
永
五
年

万
里
小
路
重
房

万
里
小
路
嗣
房
（
養
父
）

家
礼
・
伝
奏

応
永
五
年
〜
応
永
六
年

中
山
満
親

中
山
親
雅
（
実
父
）

家
礼
（
申
次
）

応
永
六
年
〜
応
永
十
三
年

広
橋
兼
宣

広
橋
仲
光
（
実
父
）

家
礼
・
伝
奏

応
永
十
三
年
〜
応
永
廿
年

烏
丸
豊
光

裏
松
重
光

政
所
年
預
別
当
・
伝
奏

裏
松
義
資

（
豊
光
実
兄
・
義
資
実
父
）
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満
親
が
そ
の
指
揮
下
の
「
奉
行
」
家
司
と
な
る
。
以
前
か
ら
親
雅
に
家
政
後
見

の
実
績
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
広
橋
兼
宣
は
応
永
六
年
五
月
頃
に
年
預
別
当

に
な
る
。
翌
年
末
に
年
預
別
当
の
ま
ま
参
議
と
な
り
、「
公
卿
座
」
で
義
満
と

協
議
で
き
る
立
場
に
な
っ
た
。
応
永
一
三
年
六
月
に
日
野
裏
松
重
光
が
兼
宣
の

業
務
を
継
承
し
た
時
、
重
光
は
既
に
権
大
納
言
で
あ
っ
た
。
年
預
別
当
と
家
礼

公
卿
と
が
同
一
化
し
た
状
態
の
な
か
で
義
持
時
代
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

　
『
吉
田
家
日
次
記
』
応
永
一
〇
年
一
一
月
一
五
日
条
に
、
園
并
韓
神
社
の
五

体
不
具
穢
清
祓
に
つ
い
て
、
祭
奉
行
の
蔵
人
清
閑
寺
家
俊
の
上
申
を
「
入
道
大

納
言
」
葉
室
宗
顕
が
義
満
に
伝
え
、
要
脚
支
出
命
令
を
と
り
つ
け
る
記
事
が
あ

る
。
宗
顕
は
長
顕
の
子
で
、
義
満
の
家
礼
と
思
し
い
。
伝
奏
に
限
ら
ず
、
家
礼

公
卿
は
「
公
卿
座
」
で
義
満
と
直
談
・
進
言
し
、
政
務
を
補
佐
し
た
よ
う
だ
。

　
『
兼
宣
公
記
』
応
永
九
年
正
月
七
日
条
に
、
義
満
の
年
預
別
当
広
橋
兼
宣
が
、

北
山
殿
に
「
参
仕
」
し
て
い
た
葉
室
宗
顕
ら
の
公
卿
や
五
条
為
守
ら
の
殿
上
人

と
談
話
し
、
義
満
・
義
持
へ
の
拝
賀
の
申
次
担
当
者
を
決
定
し
た
記
事
が
あ
る
。

公
卿
・
殿
上
人
が
同
席
す
る
「
障
子
上
」
で
協
議
・
発
令
し
た
と
解
さ
れ
る
。

　
「
公
卿
座
」
が
主
人
と
家
礼
公
卿
と
の
協
議
の
場
、「
障
子
上
」
が
重
臣
合
議

の
場
、
外
記
・
史
の
出
仕
す
る
「
侍
所
」
が
太
政
官
と
の
事
務
接
点
、
と
い
う

分
節
で
、
義
満
の
公
家
と
し
て
の
家
政
や
朝
廷
支
配
が
展
開
し
た
よ
う
だ
。

【
大
饗
当
日
の
良
賢
の
業
務
】

　
『
雑
事
記
』
定
文
で
は
、
清
原
良
賢
は
「
酒
部
所
」・「
庭
燎
所
」・「
禄
所
」

の
担
当
と
な
っ
て
い
る
。『
初
任
大
饗
記
』
の
記
事
と
一
致
す
る
。
こ
れ
ら
の

部
署
の
担
当
者
が
残
し
た
史
料
は
珍
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
庭
燎
所
」・

「
酒
部
所
」・「
禄
所
」
の
業
務
は
、
執
行
位
置
が
近
接
し
、
時
間
的
に
連
続
し

て
執
行
さ
れ
て
い
る
。
場
所
と
時
間
を
考
慮
し
て
担
当
が
配
分
さ
れ
た
よ
う
だ
。

　
「
酒
部
所
」
は
中
門
廊
南
側
の
「
上
客
料
理
所
」
の
東
、
庭
上
の
幄
舎
に
あ

っ
た
。「
庭
燎
所
」
の
要
員
は
中
門
廊
南
端
に
接
す
る
「
随
身
所
」
の
南
面
廂

「
立
明
官
人
座
」
か
ら
南
庭
の
「
酒
部
所
」
幄
舎
の
北
に
出
役
し
た
。
禄
は

「
酒
部
所
」
幄
舎
の
北
な
ど
で
支
給
さ
れ
る
。『
大
饗
指
図
』
を
参
看
さ
れ
た
い
。

　
「
庭
燎
所
」
の
業
務
は
尊
者
近
衛
兼
嗣
の
来
訪
を
迎
え
て
始
ま
っ
た
。
内
裏

節
会
は
寅
刻
に
終
わ
っ
た
が
、
西
園
寺
公
永
に
よ
れ
ば
、
兼
嗣
の
来
訪
は
「
卯

終
剋
」
に
な
っ
た
と
い
い
、
既
に
夜
は
明
け
て
い
た
。
松
明
を
掲
げ
る
立
明
官

人
の
役
目
は
形
式
に
と
ど
ま
っ
た
よ
う
だ
。
良
賢
は
敬
礼
作
法
を
指
示
し
た
。

　
「
酒
部
所
」
は
一
・
二
・
三
献
の
酒
食
を
進
上
し
た
。
主
・
客
昇
殿
し
て
着

座
す
る
と
、
良
賢
は
「
酒
部
所
」
に
着
し
、
手
長
を
務
め
る
「
諸
司
二
分
」
に

命
じ
て
、
寝
殿
南
廂
の
「
公
卿
座
」
に
着
し
た
来
客
・
主
人
に
肴
物
を
進
上
し

た
。
家
司
に
加
わ
っ
て
い
た
弁
官
の
氏
房
・
兼
長
・
頼
房
・
知
輔
は
、
寝
殿
西

廂
の
「
弁
・
少
納
言
座
」
に
着
し
、
す
ぐ
に
起
座
し
て
中
門
廊
に
待
機
し
、
年

預
別
当
の
頼
房
は
兄
嗣
房
と
と
も
に
中
門
廊
で
指
揮
を
執
っ
た
。「
酒
部
所
」

は
「
公
卿
座
」（
お
よ
び
「
弁
・
少
納
言
座
」）
の
あ
と
、
西
対
代
の
「
上
官

座
」（
外
記
・
史
の
座
）
に
配
膳
し
、
二
献
・
三
献
と
繰
り
返
し
た
。
四
・
五

献
は
「
上
客
料
理
所
」
の
担
当
だ
か
ら
、
良
賢
は
次
の
業
務
に
移
る
。
四
・
五

献
は
「
羹
・
裹
焼
」
な
ど
、
料
理
の
献
立
が
違
い
、
食
器
も
一
〜
三
献
の
「
茶

碗
・
青
瓷
」
で
は
な
く
、「
土
器
」「
土
瓶
」
を
用
い
る
。
宴
席
と
し
て
の
性
質
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が
違
う
の
だ
と
い
う
。

　

小
口
康
仁
は
『
年
中
行
事
絵
巻
』『
類
聚
雑
要
抄
指
図
巻
』
な
ど
か
ら
、
室

礼
・
食
器
に
関
す
る
図
像
を
検
索
し
て
提
示
し
た
。
野
里
顕
士
郎
は
、「
障
子

上
」・「
侍
所
」
に
関
す
る
文
学
史
・
建
築
史
の
成
果
を
紹
介
し
、
一
〜
三
献
と

四
・
五
献
の
食
器
・
献
立
の
相
違
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
紹
介
し
た
。
熊
谷

す
ず
み
は
、
一
献
・
二
献
・
三
献
の
手
順
に
つ
い
て
、
安
達
悠
奈
は
、
四
献
・

五
献
・
穏
座
の
行
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、『
兵
範
記
』
保
元
二
年
八
月
一

九
日
条
な
ど
と
比
較
し
つ
つ
、
倉
林
正
次
の
研
究
成
果
を
紹
介
し
た
。

　

清
原
良
賢
は
、
任
槐
大
饗
後
の
「
御
遊
」
階
下
伶
人
に
笙
の
豊
原
英
秋
ら
が

召
さ
れ
た
の
は
新
儀
だ
と
い
う
。
安
達
悠
奈
は
、
義
満
と
笙
の
関
係
に
つ
い
て
、

三
島
暁
子
と
石
原
比
伊
呂
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
て
い
る
論
議
を
紹
介
し
た
。

　
「
禄
所
」
は
西
対
代
の
一
室
に
、
御
遊
の
楽
器
と
と
も
に
、
大
・
中
納
言
禄
、

外
記
・
史
の
禄
、
被
物
を
置
い
た
。『
大
饗
指
図
』
に
み
え
る
楽
器
を
描
く
部

屋
だ
ろ
う
。
良
賢
は
「
酒
部
所
」
の
北
の
庭
上
に
机
「
禄
中
取
」
を
置
き
、
史

生
・
官
掌
以
下
を
点
呼
し
て
禄
を
授
け
た
。
次
に
、「
被
物
所
」
の
担
当
者
氏

房
・
資
藤
と
と
も
に
「
禄
所
」
を
開
き
、
中
門
廊
で
外
記
・
史
の
禄
を
授
け
た
。

　
『
荒
暦
』
に
よ
れ
ば
、
南
庭
に
は
見
物
の
庶
民
が
溢
れ
、
庭
上
の
給
禄
の
様

子
を
公
卿
座
か
ら
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
庭
に
面
す
る
簾
は
全

開
さ
れ
て
お
り
、
行
事
全
体
が
町
衆
に
見
せ
る
演
劇
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。
饗

宴
に
は
公
卿
の
大
部
分
が
列
参
し
て
い
た
。
社
会
的
な
影
響
と
い
う
点
も
気
に

な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
解
説　

文
責　

家
永
遵
嗣
）

【
参
考
史
料
】

『
後
光
厳
天
皇
宸
記
』

　
　
『
大
日
本
史
料
第
六
編
之
三
十
二
』
二
三
五
〜
二
四
三
・
二
六
〇
〜
二
六
三
・
三

一
九
〜
三
二
一
頁
。

『
後
円
融
天
皇
宸
記
』

　
　

桃
崎
有
一
郎
「『
後
円
融
院
宸
記
』
永
徳
元
年
・
二
年
・
四
年
記
」
二
〇
〇
九
、

『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
第
三
集
。

『
椿
葉
記
』

　
　
『
村
田
正
志
著
作
集
第
四
巻
證
註
椿
葉
記
』
一
九
八
四
、
思
文
閣
出
版
。

『
吉
田
家
日
次
記
』

　
　

天
理
図
書
館
所
蔵
『
兼
敦
朝
臣
記
』
永
徳
三
年
六
月
〜
九
月
記
紙
焼
写
真
・
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
謄
写
本
二
〇
七
三
│
二
〇
五
│
一
一
。

【
参
考
文
献
】

足
利
衍
述
『
鎌
倉
室
町
時
代
の
儒
教
』
一
九
八
五
、
鳳
文
書
館
。

家
永
遵
嗣
『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
叢
書
1　

室
町
幕
府
将
軍
権
力
の
研
究
』
一
九

九
五
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
日
本
史
学
研
究
室
。

家
永
遵
嗣
「
足
利
義
満
と
伝
奏
と
の
関
係
の
再
検
討
」
一
九
九
五
、『
古
文
書
研
究
』

四
一
・
四
二
合
併
号
。

家
永
遵
嗣
「
足
利
義
満
・
義
持
と
崇
賢
門
院
」
二
〇
〇
九
、『
歴
史
学
研
究
』
八
五
二

号
。

家
永
遵
嗣
「
室
町
幕
府
と
『
武
家
伝
奏
』・
禁
裏
小
番
」
二
〇
一
三
、
朝
幕
研
究
会

『
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
』
第
五
号
。

家
永
遵
嗣
「
光
厳
上
皇
の
皇
位
継
承
戦
略
と
室
町
幕
府
」
二
〇
一
六
、
桃
崎
有
一
郎
・

山
田
邦
和
編
『
室
町
政
権
の
首
府
構
想
と
京
都
』
文
理
閣
。

石
原
比
伊
呂
「
足
利
義
満
と
笙
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
再
検
討
」
二
〇
一
六
、『
国
史

学
』
二
一
八
号
。
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伊
藤
喜
良
「
応
永
初
期
に
お
け
る
王
朝
勢
力
の
動
向
」
一
九
七
三
、『
日
本
歴
史
』
三

〇
七
号
。
再
録
、
同
『
日
本
中
世
の
王
権
と
権
威
』
一
九
九
三
、
思
文
閣
出
版
。

今
谷
明　
『
室
町
の
王
権
』
一
九
九
〇
、
中
公
新
書
。

臼
井
信
義
『
人
物
叢
書　

足
利
義
満
』
一
九
六
〇
、
吉
川
弘
文
館
。

太
田
静
六
「
大
饗
と
寝
殿
造
の
用
法
」
一
九
六
九
、『
日
本
歴
史
』
二
五
三
号
。

小
川
剛
生
『
二
条
良
基
研
究
』
二
〇
〇
五
、
笠
間
書
院
。

小
川
剛
生
『
足
利
義
満　

公
武
に
君
臨
し
た
室
町
将
軍
』
二
〇
一
二
、
中
公
新
書
。

落
合
博
志
「
清
原
良
賢
伝
孜
│
南
北
朝
末
室
町
初
期
に
お
け
る
鴻
儒
の
事
績
│
」
初
出

一
九
八
八
、
再
録
、
久
留
島
典
子
・
榎
原
雅
治
編
『
展
望
日
本
歴
史
11　

室
町
の

社
会
』
二
〇
〇
六
、
東
京
堂
出
版
。

川
上
貢　
『
日
本
中
世
住
宅
の
研
究
』
初
出
一
九
六
七
、
墨
水
書
房
、
新
訂
、
二
〇
〇

三
、
中
央
公
論
美
術
出
版
。

川
本
重
雄
・
小
泉
和
子
編
『
類
聚
雑
要
抄
指
図
巻
』
一
九
九
八
、
中
央
公
論
美
術
出
版
。

川
本
重
雄
『
寝
殿
造
の
空
間
と
儀
式
』
二
〇
〇
五
、
中
央
公
論
美
術
出
版
。

倉
林
正
次
『
饗
宴
の
研
究
（
儀
礼
編
）』
一
九
六
五
、
桜
楓
社
。

高
正
晴
子
・
橋
爪
信
子
・
山
下
光
雄
「
日
本
古
典
料
理
の
研
究
二
十
」
二
〇
〇
七
、

『
梅
花
女
子
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
五
五
号
。

高
正
晴
子
・
山
下
光
雄
「
日
本
古
典
料
理
の
研
究
二
一
」
二
〇
〇
八
、『
梅
花
女
子
大

学
短
期
大
学
部
紀
要
』
五
六
号
。

富
田
正
弘
「
室
町
殿
と
天
皇
」
一
九
八
九
、『
日
本
史
研
究
』
三
一
九
号
。

野
場
喜
子
「
大
饗
の
食
器
」
一
九
九
七
、『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
七
一

集
。

藤
田
盟
児
「
鎌
倉
前
期
の
貴
族
住
宅
に
お
け
る
『
障
子
上
』
に
つ
い
て
」
一
九
八
九
、

『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
論
集
』。

松
岡
三
良
・
伊
藤
育
子
・
山
内
寿
美
子
「
母
屋
の
大
饗
の
献
立
」
一
九
六
八
、『
一
宮

女
子
短
期
大
学
紀
要
』
八
集
。

三
島
暁
子
『
天
皇
・
将
軍
・
地
下
官
人
の
室
町
音
楽
史
』
二
〇
一
二
、
思
文
閣
出
版
。

桃
崎
有
一
郎
「
足
利
義
満
の
公
家
社
会
支
配
と
『
公
方
様
』
の
誕
生
」
二
〇
〇
七
、
森

話
社
『Z

E
A

M
I

中
世
の
芸
術
と
文
化
』
04
。

翻
刻　
『
初
任
大
饗
記
』　
（
国
立
公
文
書
館　
古
三
四
│
五
八
三
）

　
﹇
凡
例
﹈　

①
墨
抹
は
■
で
示
し
、
破
損
は
□
で
示
す
。

　
　
　
　
　

②
細
字
の
割
注
お
よ
び
頭
書
・
傍
書
は
〈　

〉
で
示
す
。

　
　
　
　
　

③
原
史
料
の
改
行
位
置
は　

」　

で
示
す
。

　
　
　
　
　

④
人
名
比
定
等
の
翻
刻
者
の
注
記
は
（　

）
で
示
す
。

　

初
任
大
饗
記

永
徳
元
年
四
月
廿
九
日
、
右
大
将
（
足
利
義
満
）
被
補
家
司
、
予
加
」
其
衆
、

今
月
召
仰
、
来
月
可
被
行
任
大
臣
節
会
之
由
、」
兼
日
有
沙
汰
之
處
、
五
月
任

大
臣
例
邂
逅
之
間
被
延
引
、」
先
被
補
家
司
、
予
家
司
事
、
先
日
准
后
（
二
条

良
基
）
可
為
所
望
者
、」
可
被
挙
仰
之
由
被
仰
下
、
予
申
云
、
近
日
面
々
競
望
、

中
々
」
令
斟
酌
候
、
若
為
本
所
被
補
任
者
、
又
不
可
為
辞
退
、」
准
后
被
仰
云
、

当
時
閑
官
両
局
之
輩
可
注
進
、
為
御
存
知
」
也
云
々
、
仍
於
御
前
書
進
畢
、
而

不
慮
被
加
其
衆
□
□
」、
侍
読
之
間
、
別
加
其
衆
之
由
、
武
命
也
云
々
、
此
事

後
日
四
日
□
」
令
存
知
之
了
、
以
前
民
部
権
少
輔
行
冬
（
惟
宗
行
冬
）、
被
補

職
事
云
々
」
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〈（
頭
書
）
後
日
下
家
司
」
持
参
、
加
一
見
了
、」
令
存
知
之
由
」
令
返
答
了
」〉

　
　
　
　
　
　
　

正
四
位
下
行
右
近
衛
権
中
将
藤
原
朝
臣
教
冬
（
山
科
教
冬
）

　
　
　
　
　
　
　

正
四
位
下
行
右
近
衛
権
中
将
藤
原
朝
臣
教
遠
（
山
科
教
遠
）

　
　
　
　
　
　
　

従
四
位
下
行
右
中
弁
藤
原
朝
臣
氏
房　
　
　
（
九
条
氏
房
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
良
賢
の
「
朝
臣
」
に
傍
書
）〈
真
人
〉

　
　
　
　
　
　
　

正
五
位
上
行
主
税
頭
兼
博
士
清
原
朝
臣
良
賢
（
清
原
良
賢
）

　
　
　
　
　
　
　

正
五
位
上
行
左
少
弁
藤
原
朝
臣
兼
長
（
甘
露
寺
兼
長
）

　
　
　
　
　
　
　

正
五
位
上
行
権
左
少
弁
藤
原
朝
臣
頼
房
（
万
里
小
路
頼
房
）

　
　
　
　
　
　
　

右
少
弁
正
五
位
下
平
朝
臣
知
輔
（
安
居
院
知
輔
）

　
　
　
　
　
　
　

正
五
位
下
行
左
兵
衛
権
佐
藤
原
朝
臣
資
藤
（
日
野
町
資
藤
）

　
　
　
　
　
　
　

正
五
位
下
行
左
兵
衛
権
佐
藤
原
朝
臣
兼
宣
（
広
橋
兼
宣
）

　
　
　
　
　
　
　

散
位
正
五
位
下
平
朝
臣
知
兼
（
安
居
院
知
兼
）

（
頭
書
）〈
経
豊
无
官
之
」
間
、
無
散
位
之
」
字
歟
」〉

　
　
　
　
　
　
　

従
五
位
下
藤
原
朝
臣
経
豊
（
勧
修
寺
経
豊
）

　
　
　
　
　

被
仰
偁
、
件
人
等
宜
為
政
所
別
当
者

　
　
　

永
徳
元
年
四
月
廿
九
日
別
当
正
五
位
上
行
権
左
少
弁
藤
原
朝
臣
頼
房
奉

　
　

五
月

四
日
、
就
他
事
、
向
武
家
近
習
濱
名
備
中
守
詮
政
宿
所
」
處
、
予
加
家
司
人
数

之
由
示
之
、
即
参
准
后
（
二
条
良
基
）
尋
申
之
處
、」
今
度
事
不
被
挙
仰
、

而
被
入
其
衆
、
初
度
家
司
尤
為
」
面
目
歟
、
忩
可
令
参
賀
之
由
被
仰
下
、

且
秀
長
朝
〈（
傍
書
補
入
）
臣
〉（
東
坊
城
秀
長
）
已
下
」
数
輩
所
望
之
處
、

多
以
不
被
加
之
由
、
同
被
語
仰
之
、」

六
日
、
向
権
弁
（
万
里
小
路
頼
房
）
亭
、
家
司
事
、
相
尋
之
處
、
即
書
出
、
賜

下
」
家
司
了
、
未
觸
申
歟
、
加
其
衆
、
尤
珍
重
之
由
、
被
仰
之
、」

七
日
、
著
衣
冠
、
参
武
家
〈
室
町
亭
〉、
以
近
習
朝
日
（
斎
藤
朝
日
清
長
か
）、

被
謁
於
」
中
門
、
申
被
加
家
司
人
数
畏
入
之
由
、
朝
日
帰
出
云
、
可
有
」

対
面
之
處
、
只
今
計
会
時
分
也
、
文
談
等
近
日
中
絶
、」
得
隙
者
、
可
令

再
興
、
可
参
、
次
、
家
司
事
、
領
状
令
悦
」
喜
之
由
、
預
返
答
了
」

　
　

六
月

廿
四
日
、
参
准
后
、
為
大
饗
沙
汰
、
万
里
少
路
中
納
言
嗣
房
卿
・
中
御
」
門
宰

相
宣
方
卿
已
下
参
之
、
條
々
御
内
談
也
、
先
、
令
絵
所
被
書
指
図
、
去
月

已
来
、
如
此
内
談
度
々
也
、
毎
度
」
大
略
参
其
席
、
中
々
不
及
注
付
、
御

内
談
之
程
、
武
家
」
奉
行
人
等
、
少
々
参
、
尋
申
、」

廿
五
日
、
於
准
后
御
所
、
右
大
将
殿
（
足
利
義
満
）、
明
日
召
仰
御
習
禮
也
、」

無
殊
事
、
披
御
次
第
、
御
演
説
也
、
万
里
少
路
中
納
言
（
嗣
房
）・
按
察

（
日
野
裏
松
資
康
）・
」
別
当
（
日
野
資
教
）
参
會
、
予
・
兼
治
（
小
槻
兼

治
）、
参
末
席
、
就
仰
、
傾
一
坏
、
即
退
出
、」

廿
六
日
、
召
仰
也
、
申
剋
、
御
参
内
、
扈
従
公
卿
、
洞
院
大
納
言
〈
公
│
〉

（
洞
院
公
定
）」・
侍
従
中
納
言
〈
公
時
卿
〉（
三
条
西
公
時
）・
万
里
少
路

中
納
言
〈
嗣
房
卿
〉・
按
察
中
納
言
〈
資
康
卿
〉・
藤
」
中
納
言
〈
仲
光
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卿
〉（
広
橋
仲
光
）・
別
当
〈
資
教
卿
〉・
中
山
宰
相
中
将
〈
親
雅
卿
〉、
殿

上
人
、
頭
弁
〈
経
重
朝
臣
〉（
勧
修
寺
経
重
）・
頭
中
将
〈
公
仲
朝
臣
〉

（
裏
辻
公
仲
）・
山
科
中
将
〈
教
冬
朝
臣
〉・
洞
院
中
将
〈
実
信
朝
臣
〉」
等

也
、
前
駈
四
人
、
随
身
六
人
、
布
衣
七
人
、
床
子
座
、
経
重
」
朝
臣
・
秀

長
朝
臣
・
氏
房
朝
臣
・
資
衡
（
柳
原
資
衡
）・
師
香
朝
臣
（
中
原
師
香
）・

家
君
（
清
原
宗
季
）・
兼
治
（
小
槻
兼
治
）・
光
藤
・
康
隆
（
中
原
康
隆
）

等
著
之
、
此
外
、
六
位
仲
季
（
清
原
仲
季
）・
師
仲
（
中
原
師
仲
）
等
参

之
、」

　
　

事
儀
、
見
御
次
第
、

　
　

予
、
為
家
司
上
者
、
尤
可
参
之
處
、
勧
盃
所
役
人
已
下
、」
兼
日
被
出
點
、

氏
房
朝
臣
・
知
輔
領
状
之
間
、
示
合
万
里
少
路
中
納
言
、
不
参
了
」

　
　

七
月

四
日
、
重
弘
（
紀
重
弘
）
入
来
、
大
饗
禄
事
、
武
家
政
所
奉
行
人
安
盛
〈
威

歟
〉」
新
左
衛
門
（
安
威
詮
有
）
并
布
施
・
・（
布
施
民
部
丞
基
連
）、
為

合
奉
行
申
付
之
間
、
可
令
調
」
進
、
且
料
足
四
千
疋
請
取
之
、
掛
已
下

條
々
、
自
准
后
如
此
」
被
注
下
、
以
此
分
、
可
令
調
進
、
禄
所
事
奉
行
之

上
者
、
殊
更
」
可
令
存
知
、
若
令
参
差
者
、
可
承
存
云
々
、
所
存
分
無
相

違
之
」
由
、
令
返
答
了
、
又
語
云
、
巾
帳
三
間
、
同
令
調
進
、
以
大
炊
」

御
門
（
大
炊
御
門
宗
実
）
舊
物
、
為
本
様
可
令
調
進
之
由
、
示
承
之
間
、

参
彼
亭
、」
拝
見
之
處
、
二
間
ハ
如
常
、
於
一
間
者
、
臺
〈
ト
リ
ハ
ナ
チ

ナ
リ
〉、」
舞
姫
之
時
ノ
さ
シ
巾
帳
ノ
様
也
、
但
、
今
度
ハ
如
常
令
調
進
」

之
由
、
申
之
、」

　
　
　
　

條
々

大
臣
禄　

細
長 〈
長
六
尺
、
四
幅
ヲ
縫
合
綾
也
、
文
ハ
小
葵
ノ
竪
文

云
々
〉

大
・
中
納
言
白
掛
〈 

粉
帳
絹
也
、
常
直
垂
ノ
上
ノ
様
ニ
テ
、
ヲ
フ
ク
ヒ
ナ

シ
、」
又
、
ヌ
イ
タ
チ
三
尺
、
裏
白
張
、
件
掛
二
ツ
、

カ
サ
ネ
テ
一
重
ト
云
ナ
リ
」〉

参
議
鳥
子
重
〈 

上
一
領
ハ
白
張
打
下
、
一
領
ハ
、
タ
ウ
さ
の
濃
蘇
芳
」
打
、

コ
レ
ヲ
重
テ
鳥
ノ
子
ト
イ
フ
ナ
リ
〉

　
　
　

赤
衾　
〈 

弁
・
少
納
言
・
五
位
外
記
・
史
料
、
二
ツ
カ
さ
ね
テ
一

重
ト
云
ナ
リ
、」
外
記
・
史
ハ
一
帖
也
」〉

除
疋
絹
・
布
等
、
尊
者
禄
已
下
分
、
惣
用
百
卅
貫
云
々

　
　

七
月
（
重
出
）

廿
三
日
、
依
為
家
司
、
着
束
帯
〈
丸
鞘
〉、
午
始
、
参
室
町
」
亭
、
扈
従
卿

相
・
雲
客
等
、
少
々
参
之
、
申
剋
、
右
大
将
殿
（
足
利
義
満
）」
御
参
内
、

扈
従
卿
相
、
左
大
将
（
徳
大
寺
実
時
）
已
下
廿
四
人
、
殿
上
人
廿
一
人
、」

前
駈
八
人
、
随
身
六
人
、
沓
役
、
中
山
宰
相
中
将
親
雅
卿
〈
手
長
」
宗
茂

朝
臣
（
藤
原
）〉、
簾
、
花
山
院
中
納
言
通
定
卿
、
自
内
裏
東
門
被
参
也
、」

　
　

此
間
、
万
里
少
路
大
〈（
傍
書
）
中
〉
納
言
嗣
房
卿
・
頼
房
・
予
・
行
冬
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等
、
仰
付
」
御
所
侍
、
備
御
装
束
、
武
家
政
所
奉
行
人
松
田
丹
後
」
守

（
松
田
貞
秀
）・
治
部
二
郎
左
衛
門
（
治
部
則
栄
）
等
有
之
、
予
、
非
装
束

行
事
、
雖
不
」
可
及
口
入
、
共
以
為
家
司
之
上
者
、
難
所
（
マ
マ
處
）
耳

外
、
仍
少
々
」
令
諷
諫
了
、

　
　

母
屋
南
面
庇
、
巻
御
簾
〈
无
鉤
〉、
面
貌
下
一
」
巻
置
之
、
上
也
、
母
屋

一
間
構
加
庇
、
是
庇
狭
之
故
也
、
且
」
正
治
大
饗
、
依
庇
狭
、
構
加
半
間

也
、
母
屋
御
簾
垂
之
、」
御
簾
裏
ニ
懸
壁
代
、
々
々
内
、
敷
濱
床
、
女
房

為
見
物
也
、
御
簾
面
、
立
渡
四
尺
屛
風
、
四
季
繪
、
東
西
間
、
垂
御
簾
、」

立
屛
風
、
敷
満
弘
筵
、
敷
龍
鬢
土
敷
、
其
上
敷
茵
或
」
円
座
、

　
　

尊
者
座
、
横
座
〈
東
一
」
間
〉、
東
第
二
間
南
、
親
王
座
〈
龍
鬢
」
畳
〉、

北
、
大
・
中
納
言
座
、
南
、
親
王
座
次
、
中
納
言
円
座
両
三
枚
、
其
」
外
、

参
議
座
也
、
依
無
其
所
、
今
度
円
座
如
此
敷
之
、
納
言
」
相
分
着
座
、
又
、

有
例
也
、
弁
・
少
納
言
座
、
雖
為
西
庇
、
引
入
于
北
、
敷
之
、
非
参
議

〈（
傍
書
）
大
弁
〉
座
〈
龍
鬢
」
円
座
〉、
弁
・
少
納
言
座
、
両
面
畳
二

帖
、」
卿
相
座
、
敷
簀
薦
、
其
上
立
机
、
兼
居
干
物
・
生
物
・
窪
坏
」
物

等
、
不
居
飯
、
弁
・
少
納
言
・
上
官
座
、
兼
皆
居
飯
已
下
、
無
簀
」
薦
、

庇
西
、
上
官
座
南
、
簾
等
各
巻
之
、
彼
庇
西
簾
不
残
」
一
巻
高
上
之
、
上

官
座
東
・
北
・
西
、
垂
簾
、
其
上
懸
軟
」
障
、

　
　

上
官
座
東
、
妻
戸
一
ヶ
間
、
為
禄
所
置
被
物
并
楽
」
器
等
、
自
東
腋
懸
廻
、

大
中
納
言
已
下
禄
、
六
位
外
記
・
史
禄
、」
同
〈「
不
」
見
消
〉
置
西

〈「
之
」
見
消
〉
腋
、
不
懸
綱
、
召
人
禄
并
史
生
・
官
掌
禄
、
不
置
」
之
、

預
置
下
家
司
、

　
　

母
屋
東
面
為
出
御
間
、
上
二
ヶ
間
格
」
子
、
垂
簾
、
立
几
帳
、
出
衣
袖
、

指
誦
経
於
御
簾
上
、

　
　

中
門
」
廊
、
敷
満
弘
莚
、
敷
紫
縁
畳
二
帖
、
居
饗
膳
、
以
障
子
」
上
、
為

尊
者
前
駈
座
、
居
饗
膳
〈
諸
司
机
〉、
侍
所
臺
盤
上
、
同
」
居
饗
膳
、

　
　

以
随
身
所
為
検
非
違
使
座
、
同
以
南
面
、
為
立
」
明
官
人
座
、
以
中
門
南

廊
、
為
上
客
料
理
所
、
其
東
立
二
」
丈
幄
〈
纐
纈
〉、
為
酒
部
所
、

　
　

以
禄
所
北
裏
、
為
尊
者
急
所
（
マ
マ
休
所
）、」
其
北
為
公
卿
急
所
（
マ
マ

休
所
）、
其
北
為
細
殿
急
所
（
マ
マ
休
所
）、
細
殿
皆
以
無
」
着
座
人
、
但

細
殿
饗
膳
、
猶
居
之
、
史
生
・
官
掌
・
召
使
・
々
」
部
等
幄
、
在
北
門

腋
、」

　
　

寅
刻
節
会
訖
、
内
大
臣
殿
自
東
閑
門
還
御
、
相
国
（
二
条
良
基
）・
関
」

白
（
二
条
師
嗣
）、
同
光
臨
、
依
相
国
仰
、
予
少
々
直
御
装
束
、
其
後
、

尊
」
者
右
大
臣
殿
（
近
衛
兼
嗣
）
来
臨
、
予
召
寄
陣
官
等
〈
十
人
也
〉、

為
立
明
官
」
人
、
南
階
東
令
列
之
、
致
立
明
、
主
人
揖
譲
之
時
分
、
必
可

令
蹲
居
之
由
同
示
付
之
、
依
庭
燎
所
行
事
也
、

　
　

此
間
諸
」
卿
・
弁
・
少
納
言
・
外
記
・
史
、
列
立
西
中
門
外
〈
東
上
南

面
〉、
主
人
降
立
」
階
西
脇
〈
家
司
・
・（
山
科
教
冬
カ
）」
献
沓
〉、
次
、

尊
者
已
下
、
入
中
門
、
列
立
南
庭
〈
東
上
北
面
〉、」
上
達
部
一
列
〈
依
無

其
所
」
折
西
列
也
〉、
弁
・
少
納
言
一
列
〈
可
為
官
次
歟
、
仍
右
大
弁
」

経
重
朝
臣
不
列
之
、
権
左
」
少
弁
頼
房
・
右
中
〈（
傍
書
・「
少
歟
」）〉
弁

資
衡
、」
以
官
次
列
也
〉、
外
記
・
史
一
列
、

　
　

次
、
客
・
主
以
（「
次
」
見
消
）
下
、
各
再
拝
、」
次
、
揖
譲
、
次
、
客
・
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主
、
相
並
昇
階
〈
客
東
、」
主
西
〉、
尊
者
入
東
一
間
、
着
」
横
座
、
次
、

主
人
着
親
王
座
、
次
、
諸
卿
昇
南
階
、
着
座
〈
家
」
礼
」
人
々
、
於
簀

子
」
先
蹲
居
〉、
次
、
弁
・
少
納
言
、
昇
對
代
前
階
、
着
座
、
加
家
司
弁
」

官
氏
房
朝
臣
・
兼
長
朝
臣
・
頼
房
・
知
輔
等
着
之
、
即
起
座
、」
徘
徊
中

門
廊
、
万
里
少
路
中
納
言
嗣
房
卿
、
為
頼
房
扶
持
、
同
」
起
座
、
有
此
所
、

　
　
（
頭
書
）〈 

座
中
事
可
口
入
由
、」
被
仰
侍
従
中
納
言
（
三
条
西
公
時
）

處
、」
更
不
及
一
言
云
々
」〉

　
　

次
、
外
記
・
史
、
昇
中
門
南
切
妻
、
着
座
〈
外
記
」
北
、
史
南
、」
東
上
〉

尊
者
已
下
沓
、
召
使
取
之
、
渡
下
部
等
、

　
　

次
、
予
着
」
酒
部
所
〈
南
床
子
」
北
面
〉、
下
家
司
一
人
着
之
〈
北
床
子
」

南
面
〉、
諸
司
二
分
、
着
」
之
〈
官
・
史
生
、
但
不
着
」
座
、
近
辺
佇
立
〉、

　
　

立
尊
者
机
二
脚
、
居
肴
物
之
後
、
予
命
」
下
家
司
、
居
様
器
於
絵
折
敷

〈
有
蓋
」・
尻
居
〉、
次
、
諸
司
二
分
進
」
之
、
教
遠
朝
臣
受
取
之
、
執
蓋
、

返
諸
司
二
分
、
主
人
於
」
一
世
源
氏
座
取
之
時
、
不
取
絵
折
敷
、
取
様
器

并
尻
」
居
、
教
遠
朝
臣
取
折
敷
、
退
出
、
次
、
以
諸
司
二
分
進
茶
」
埦
二

口
、
次
、
上
官
座
、
様
器
・
青
瓷
・
瓶
子
、
同
進
之
、
此
間
主
」
人
着
座
、

立
主
人
机
〈
一
脚
〉、
居
肴
物
、

　
　

次
、
二
献
、
予
令
下
家
」
司
進
之
、
其
儀
同
前
、
但
自
此
献
、
以
諸
司
二

分
、
被
返
」
蓋
・
絵
折
敷
、
勧
盃
實
信
朝
臣
（
洞
院
實
信
）
也
、
予
兼
示

此
旨
等
、
仍
、
一
・
」
二
・
三
献
所
役
人
等
、
存
其
旨
、
如
此
被
進
退
了
、

　
　

次
三
」
献
、
同
前
、
上
官
座
二
・
三
献
、
又
如
初
献
、
次
出
居
官
人
」
章

頼
（
中
原
章
頼
）・
志
明
雄
（
坂
上
明
雄
）、
着
座
〈
酒
部
所
北
辺
〉、
一

献
着
之
、
二
献
可
立
座
」
之
處
、
遅
々
不
得
其
意
、
且
先
明
宗
（
坂
上
明

宗
）
内
々
以
使
相
尋
」
酒
部
所
之
間
、
此
分
予
返
答
之
處
、
以
外
遅
々
、

比
興
次
第
也
、」
仍
即
立
座
畢
、
次
、
居
飯
、
地
下
五
位
等
居
之
、

　
　

次
、
四
献
、
上
客
料
理
所
献
之
、
土
器
・
瓶
子
・
土
瓶
也
、
不
用
茶

埦
」・
青
瓷
等
、
雖
然
、
三
献
之
後
、
渡
瓶
子
并
繪
折
敷
・
様
器
・
余
前

（
マ
マ
余
膳
）
等
於
料
理
所
了
、
是
先
規
也
、

　
　

次
、
居
羹
・
裹
焼
等
、
次
、
召
録
事
、
教
遠
朝
臣
・
資
國
等
勤
之
、
上
官

座
、」
地
下
五
位
、

　
　

次
、
五
献
、
主
人
勧
盃
於
非
参
議
（「
之
座
」
脱
カ
）、
主
人
」
勧
盃
之
時
、

家
礼
卿
相
・
弁
・
少
納
言
・
外
記
・
史
等
、
各
起
座
、

　
　

此
間
、」
予
、
仰
下
家
司
、
立
禄
中
取
於
酒
部
所
北
〈
東
西
妻
〉、
予
進

立
」
中
取
東
辺
〈
北
面
〉、
知
家
事
〈
官
史
生
〉、
立
中
取
南
〈
北
面
〉、

披
文
、
唱
」
史
生
・
官
掌
・
召
使
名
、
案
主
〈
下
家
司
〉、
立
中
取
北

〈
南
面
〉、
給
」
禄
、
官
・
外
記
・
史
生
、
人
別
三
段
、
官
掌
・
召
使
、
人

別
二
段
、
但
、
召
」
使
、
今
度
以
代
物
兼
日
取
之
云
々
、
仍
不
給
之
、

面
々
給
後
、」
一
揖
退
出
、
其
後
、
予
退
出
、

　
　

次
、
撤
一
世
源
氏
座
、
敷
菅
」
円
座
於
南
簀
子
、
相
国
・
尊
者
・
主
人

〈
各
厚
」
円
座
〉、
尊
者
以
下
移
」
着
、
次
、
居
肴
物
〈
土
高
坏
」
各
三

本
〉、
卿
相
〈
二
本
〉、
肴
物
略
之
、

　
　

次
、
進
楽
器
、」
先
、
笛
筥
〈
盛
笙
二
管
」
笛
一
・
篳
篥
一
〉、
次
、
琵
琶
、

次
、
箏
、
次
、
和
琴
、
地
下
」
五
位
置
之
、
此
間
、
敷
召
人
座
〈
階
下
」

西
腋
〉、
伶
人
英
秋
已
下
六
人
」
着
之
、
先
々
道
伶
人
不
着
之
歟
、
今
度

320



（184）

人文 17号（2018）

始
之
歟
、
如
何
、

　
　

外
記
・
史
、
於
中
門
廊
、
給
禄
、
氏
房
朝
臣
・
資
藤
・
予
、
披
禄
」
所
妻

戸
、
取
出
之
、
授
所
役
地
下
五
位
、
先
、
五
位
外
記
、
次
、」
六
位
外
記
、

次
、
五
位
史
、
次
、
六
位
史
、
次
、
右
大
弁
、
四
位
諸
」
大
夫
、
授
之
、

次
、
秀
長
朝
臣
（
東
坊
城
）・
淳
嗣
朝
臣
（
菅
原
淳
嗣
）・
資
衡
（
柳
原
資

衡
）
等
取
之
、
各
」
取
終
、
下
庭
中
、
一
揖
、
退
出
、
但
、
経
重
朝
臣

（
勧
修
寺
）
不
列
之
、
是
、
非
」
参
議
大
弁
例
也
、

　
　

次
、
呂
・
律
楽
終
程
、
授
卿
相
禄
、
尊
者
禄
、
自
簾
中
被
出
、
母
屋
西
第

二
間
、
花
山
院
大
納
言
」
取
之
、
進
尊
者
、
又
被
引
馬
二
疋
、
次
、
尊
者

降
階
、
主
」
人
同
降
階
、
聊
揖
譲
、

　
　

立
明
官
人
禄
、
今
度
被
略
之
、

　
　

次
、」
撤
上
官
座
、
奏
吉
書
、
公
卿
洞
院
大
納
言
公
│
卿
・
花
山
」
院
大

納
言
通
定
卿
・
万
里
少
路
中
納
言
嗣
房
卿
・
按
察
中
納
言
」
資
康
卿
・
別

当
資
教
卿
等
着
座
、
其
儀
如
常
、
其
後
、」
面
々
退
出
、
午
│
（
マ
マ
午

剋
）、

　
　

於
卿
相
禄
不
送
之
、
又
、
不
給
召
使
、」
返
渡
武
家
奉
行
人
了
、〈
卿
〉
相

禄
、
乍
座
、
或
召
僮
僕
於
」
庭
上
、
或
召
々
使
給
之
、
人
々
所
為
不
同
也
、

　
　
　
　
　
　

御
遊
所
作
人

　

拍
子　

信
俊
朝
臣
（
綾
小
路
）　　
　

付
歌
〈
無
之
〉

　

笙　
　

主
人　
　
　
　
　

山
科
宰
相
〈
教
言
卿
〉

　

篳
篥　

兼
邦
朝
臣
（
楊
梅
）　　
　
　

笛　

左
大
将
〈
実
時
卿
〉（
徳
大
寺
）

　

琵
琶　

今
出
川
大
納
言
〈
実
直
卿
〉　

和
琴　

大
炊
御
門
大
納
言
〈
宗
実
卿
〉

　

箏　
　

室
町
中
納
言
〈
季
顕
卿
〉

　
　
　
　
　
　

階
下
召
人

　

英
秋
（
豊
原
）・
季
永
・
藤
秋
（
豊
原
）・
定
秋
・
氏
秋
・
安
部
季
英

　
　
　
　
　
　

呂

　
　
　
　

安
名
尊
・
鳥
破
・
席
田
・
同
急
・
胡
飲
酒
破

　
　
　
　
　
　

律

　
　
　
　

伊
勢
海
・
万
歳
楽
・
五
常
楽
急

翻
刻　
「
義
満
公
任
槐
召
仰
議
并
大
饗
雑
事
記
」

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
廣
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
』

 

Ｈ
─六
三
│
三
五
八
）

廿
六
日
未
刻
殊
雨
降
、
少
時
休
、
今
日
」
右
幕
下
（
足
利
義
満
）
任
槐
召
仰
之

儀
、
頭
右
大
弁
経
重
」
朝
臣
（
勧
修
寺
）
奉
行
、
納
言
扈
従
事
、
兼
日
所

相
觸
」
也
、
洞
院
大
納
言
（
公
定
）・
侍
従
中
納
言
（
三
条
西
公
時
）・
万

里
少
路
中
納
言
（
嗣
房
）」・
按
察
中
納
言
（
日
野
裏
松
資
康
）・
中
納
言

（
マ
マ
帥
中
納
言
広
橋
仲
光
）・
別
当
（
日
野
資
教
）・
中
山
宰
相
中
将

（
親
雅
）、
可
有
」
七
人
云
々
、
奉
行
家
司
権
左
少
弁
頼
房
（
万
里
小
路
）
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送
」
消
息
、
内
々
状
二
枚
書
之
、」
未
剋
、
以
雨
脚
隙
出
門
、
束
帯
〈
帯

劔
、
色
目
如
恒
〉、
毛
車
〈
車
副
二
人
遣
之
、
牛
童
持
榻
、」
僮
僕
等
不
着

下
袴
、
人
々
同
之
〉、
向
柳
榮
〈
上
第
〉（
室
町
殿
）、
申
斜
、
参　

内
」

〈
先
之
、
内
豎
向
里
第
」、
可
参
之
由
、
仰　

勅
語
之
趣
也
〉、
公
卿
、
侍

従
中
納
言
・
万
里
少
路
中
納
言
・
按
察
中
納
言
・
」
帥
中
納
言
、
以
上
四

人
、
自
里
第
扈
従
、
別
当
於
一
条
烏
丸
」
参
會
、
洞
院
大
納
言
者
、
着
陣

之
後
参
會
、
中
納
言
」
一
両
、
已
着
陣
之
後
、
追
着
陣
云
々
、
別
当
者
併

未
」
着
陣
不
着
云
々
、
中
山
者
遅
参
不
着
陣
歟
、
分
明
不
」
聞
及
、
頭
弁

出
陣
、
仰　

勅
語
、
則
可
退
出
之
處
、
依
」
殊
召
、
参
御
前
、
及
数
献

云
々
、
入
夜
退
出
、
定
」
無
先
例
歟
、
帰
里
第
、
行
次
第
之
儀
、
家
司
頼

房
」・
職
事
〈（
傍
書
・
後
筆
か
）
大
膳
大
夫
〉
行
冬
（
惟
宗
行
冬
）、〈
自

陽
明
被
召
進
云
々
、」
今
夜
前
駈
四
人
也
、
其
内
也
〉、
所
司
左
衛
門
尉

藤
」
親
孝
〈
同
仰
所
望
、
自
陽
明
」
被
召
進
、
賜
小
訪
云
々
〉、
三
献
如

例
、
主
人
酌
蔵
人
右
少
弁
」
知
輔
（
安
居
院
知
輔
）
云
々
、
顕
職
順
流
分

也
、
知
輔
補
家
司
云
々
、
陰
陽
師
」
権
天
文
博
士
安
陪
有
世
云
々
、
同
有

茂
〈
有
世
猶
子
也
、
實
父
者
前
」
陰
陽
頭
泰
宣
也
、
有
世
」
猶
子
歟
〉、

勘
日
時
〈
載
勘
文
云
々
、
以
伺
」
申
云
々
、
有
例
歟
〉、
二
人
之
時
、
多

者
両
家
相
」
重
歟
、
一
■
（
墨
抹
）
帋
之
条
、
未
見
及
、
現
前
父
子
哉
、

可
謂
傍
若
」
無
人
歟
、
但
若
有
先
規
歟
、
可
勘
決
、
家
司
頼
房
書
」
大
饗

雑
事
定
文
、
見
在
座
〈（
傍
書
）
方
哉
〉
諸
卿
如
例
云
々
、
都
督
」
半
夜

帰
来
、
委
細
定
記
之
歟

　

大
饗
雑
事

　
　

行
事

　
　
　

前
修
理
権
大
夫
朝
臣
（
源
惟
教
）　

前
右
京
権
大
夫
朝
臣
（
藤
原
宗
茂
）

　
　
　

右
中
弁
朝
臣
（
九
条
氏
房
）　　
　

良
賢
真
人
（
清
原
良
賢
）

　
　
　

兼
長
朝
臣
（
甘
露
寺
兼
長
）　　
　

頼
房
（
万
里
小
路
頼
房
）

　
　
　

知
輔
朝
臣
（
安
居
院
知
輔
）　　
　

資
國
朝
臣
（
日
野
西
資
国
）

　
　
　

資
藤
朝
臣
（
日
野
町
資
藤
）　　
　

兼
宣
朝
臣
（
広
橋
兼
宣
）

　
　
　

知
兼
朝
臣
（
安
居
院
知
兼
）　　
　

重
光
朝
臣
（
日
野
裏
松
重
光
）

　
　
　

経
豊
朝
臣
（
勧
修
寺
経
豊
）

　
　

殿
上
装
束

　
　
　
　

政
所

　
　
　
　
　

前
修
理
権
大
夫
朝
臣
（
源
惟
教
）　

兼
長
朝
臣
（
甘
露
寺
）

　
　
　
　
　

頼
房
（
万
里
小
路
）　　
　
　
　
　

資
藤
朝
臣
（
日
野
町
）

　
　
　
　
　

兼
宣
朝
臣
（
広
橋
）　　
　
　
　
　

経
豊
朝
臣
（
勧
修
寺
）

　
　
　
　

侍
所

　
　
　
　
　

匡
綱
朝
臣
（
大
江
）　　
　
　
　
　

行
冬
朝
臣
（
惟
宗
）

　
　
　
　
　
　
　
〈
武
家
使
節
斎
藤
刑
部
左
衛
門
入
道
々
成
〉

　
　
　
　
　

成
量
朝
臣
（
高
階
）　　
　
　
　
　

兼
邦
朝
臣
（
源
）

　
　
　
　
　

兼
世
朝
臣

　
　

上
客
料
理
所

　
　
　
　

政
所

　
　
　
　
　

右
中
弁
朝
臣
（
九
条
氏
房
）　　
　

資
國
朝
臣
（
日
野
西
）
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資
藤
朝
臣
（
日
野
町
）　　
　
　
　

兼
宣
朝
臣
（
広
橋
）

　
　
　
　
　

知
兼
朝
臣
（
安
居
院
）　　
　
　
　

重
光
朝
臣
（
日
野
裏
松
）

　
　
　
　

侍
所

　
　
　
　
　

俊
重
朝
臣
（
大
江
）　　
　
　
　
　

泰
臣
朝
臣
（
高
階
）

　
　
　
　
　

重
冬
朝
臣
（
秦
重
冬
）　　
　
　
　

則
秀
朝
臣
（
源
）

　

益
送

　
　

穏
座

　
　
　
　
　
　

権
大
納
言
（
洞
院
公
定
）

　
　

洒
部
所

　
　
　
　
　
　

良
賢
真
人
（
清
原
）

　
　

史
生
饗

　
　
　
　
　
　

公
邦
朝
臣
（
一
条
公
邦
）　　
　

泰
範
朝
臣

　
　

使
部
饗

　
　
　
　
　
　

定
重
朝
臣
（
藤
原
定
重
）　　
　

宗
光
朝
臣
（
藤
原
宗
光
）

　
　

度
殿
饗

　
　
　
　
　
　

按
察
使
（
日
野
裏
松
資
康
）

　
　

諸
大
夫
饗
六
十
前

　
　
　
　
　
　

邦
守
朝
臣　
　
　
　
　
　
　
　

仲
氏
朝
臣
（
藤
原
仲
氏
）

　
　

検
非
違
使
饗
二
十
前

　
　

公
人
衝
重
十
前

　
　
　
　
　
　

光
季
朝
臣

　
　
　
　

行
事　

前
右
京
権
大
夫
朝
臣
（
藤
原
宗
茂
）　

頼
房
（
万
里
小
路
）

　
　
　
　
　
　
　

則
秀
朝
臣
（
源
）

　
　

掃
除

　
　
　
　
　
　

章
頼
朝
臣
（
中
原
章
頼
）　　
　

宗
成
朝
臣
（
藤
原
本
庄
宗
成
）

　
　
　
　
　
　

明
雄
（
坂
上
明
雄
）

　
　

掌
燈
所

　
　
　
　
　
　

知
兼
朝
臣
（
安
居
院
）　　
　
　

敏
経
朝
臣
（
高
階
）

　
　

庭
燎
所

　
　
　

行
事　

良
賢
真
人
（
清
原
）

　
　

被
物
所

　
　
　

行
事　

右
中
弁
朝
臣
（
九
条
氏
房
）　　

資
藤
朝
臣
（
日
野
町
）

　
　
　
　
　
　

兼
邦
朝
臣
（
源
）　　
　
　
　
　

兼
世
朝
臣

　
　

禄
所

　
　
　

行
事　

良
賢
真
人
（
清
原
）

　
　
　
　
　
　

永
徳
元
年
六
月
廿
六
日

　
　

撰
申
可
被
行
大
饗
日
時

　
　
　

七
月
廿
三
日
丙
午　
　

時
申

　
　
　
　

永
徳
元
年
六
月
廿
六
日　

陰
陽
助
安
陪
朝
臣
有
茂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
天
文
博
士
安
陪
朝
臣
有
世

　
　
　
　
　
〈
折
紙
二
堺
書
之
〉

317



国立公文書館所蔵『初任大饗記』　国立歴史民俗博物館所蔵『義満公任槐召仰議并大饗雑事記』

（187）

　
　
　
　
　
　
　

扈
従
殿
上
人

　

経
重
朝
臣
（
勧
修
寺
）　

親
忠
朝
臣
（
法
性
寺
）　

顕
英
朝
臣
（
白
川
伯
家
）

　

教
冬
朝
臣
（
山
科
）」　

教
遠
朝
臣
（
山
科
）　　

公
仲
朝
臣
（
裏
辻
）

　

実
信
朝
臣
（
洞
院
）　　

氏
房
朝
臣
（
九
条
）」　

兼
長
（
甘
露
寺
）

　

資
衡
（
柳
原
）　　
　
　

知
輔
（
安
居
院
）　　
　

資
國
（
日
野
西
）」

　

資
藤
（
日
野
町
）　　
　

兼
宣
（
広
橋
）　　
　
　

知
兼
（
安
居
院
）

　

重
光
（
日
野
裏
松
）」　

資
広
（
八
条
）　　
　
　

経
豊
（
勧
修
寺
）

　

頼
房
（
万
里
小
路
）」

　
　
　
　
　
　
　

以
上
以
正
本
書
写
之
、
奉
行
職
事
行
冬
」
借
与
之

　
　
　
　
　

建
来
記
中
也
、
折
節
引
見
間
、
馳
筆
書
写
之

　
　
　
　
　
　

寶
徳
二
年
六
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　

侍
中
蘭
臺
尚
書
（
花
押
）（
蔵
人
権
右
中
弁
広
橋
綱
光
）

（
了
）

EN
G

LISH
 SU

M
M

A
R

Y
Transcription and com

m
ents on “ Shoninndaikyouki”  collection belong to 

N
AT

IO
N

A
L A

R
C

H
IVES O

F JA
PA

N
-“ Yushim

itsu kou ninnkai m
eshioose gi narabini daikyou zoujiki”  collection 

belong to N
AT

IO
N

A
L M

U
SE

U
M

 O
F JA

PA
N

ESE
 H

IST
O

RY &
 “ E

ikyou 
4nenn 4gatsu 24nichi M

urom
achi gyotei-daikyou sashizu-”  collection belong 

to N
ational D

iet Library, Japan-

　

T
hese three docum

ents are related to A
shikaga Yoshim

itsu’ s “ N
innkai 

D
aikyou,”  a celebration banquet for taking up the third m

inister 

“ N
aiD

aijinn,”  in E
itoku 1

（A
.D

. 1381

）. From
 these three docum

ents, w
e 

can know about A
shikaga Yoshim

itsu’ s “ K
ugeka,”  becom

ing a ruler over the 
royal court. In those days, the “ H

okucho”  royal court w
as struggling for the 

royal throne. O
ne w

as a descendant from
 G

okougonn Tennou, the other w
as 

Sukou Jyoukou, the elder brother of G
okougonn Tennou, and his son 

Yoshihito. A
shikaga Yoshim

itsu w
as a nephew of G

okougonn Tennou. 
T

herefore, A
shikaga Yoshim

itsu supported G
oennyuu Tennou, the son of 

G
okougonn Tennou, in cooperation w

ith N
ijyou Yoshim

oto, a m
an of power 

in the “ H
okucho”  royal court. In preparing the “ N

innkai D
aikyou”  banquet, 

Yoshim
itsu took talented court nobles as his m

anservants, such as K
iyohara 

Yoshikata, the original author of “ Shoninndaikyouki” . T
herefore, Sukou 

Jyoukou lost his pow
er in the royal court. T

hen G
okom

atsu Tennou, son of 
G

oennyuu Tennou, w
as able to take the throne in E

itoku 2

（A
.D

. 1382

）. 
T

hese three docum
ents reveal 25 people w

ho bacam
e Yoshim

itsu’ s 
m

anservants. A
 transcriptor com

m
ented on each person’ s kinship and the 

relationship betw
een each person and his m

asters. A
nd these three 

D
ocum

ents reveal the location of the “ Shoujinoue”  and “ Sam
uraidokoro,”  the 

offices of the m
anservants, in “ M

urom
achidono,”  the palace of A

shikaga 
Yoshim

itsu. T
hey suggest the w

ay in w
hich Yoshim

itsu cam
e to 

understandings with his retainers.

　

Key W
ords :  K

iyohara Yoshikata, A
shikaga Yoshim

itsu, M
urom

achidono, 
N

ijyou Yoshim
oto, G

oennyuu Tennou
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人文 17号（2018）

国立国会図書館『室町殿御亭大饗指図』全体図
（川上貢『新訂　日本中世住宅の研究』2003中央公論美術出版369頁より転載・加筆）
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国立国会図書館『室町殿御亭大饗指図』部分図（架蔵番号八三二┉二四八）
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